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Ⅰ 業務の実績に関する項目別評価総括 

 １ 業務の効率化（人事等に

係るマネージメント等） 

１ 組織運営の効率化 
少人数で業務に従事しており、効率的な組織運営は不可欠である一方、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向

上が従来以上に求められ、委託先の監督等の業務も質・量の両面で増加し、管理機構として管理監督機能の強化が求められる状

況にある。このような状況のもと、保険部業務課に１名充当する柔軟な配置換えによって円滑な業務運営を図り、また、想定外

業務への対応には派遣職員を機動的に活用したことは適切である。 
法令等遵守の状況、リスク管理の状況等、内部統制システムの整備・運用状況等について内部監査を実施し、さらに監事との

定例的な意見交換等の実施や、また訓示による法令等遵守意識の徹底により、健全かつ適正な業務運営の遂行のための必要かつ

有効な取組がなされている。また、役職員の業務改善に関するイニシアティブを喚起する取組として、内部監査、委託先実地監

査等の監査能力・技術向上のための研修等への参加を実施しているが、これは少人数による効率的な組織運営にとり必要かつ有

効である。 
２ 業務経費の削減 
一般管理業務及び業務経費の効率化により、その低減が図られた。また、契約締結状況を機構のホームページで公表したこと

は評価できる。超過勤務手当の削減を目指し、その管理を徹底すると共に定時退庁日の設定等、必要な方策を実施し、人件費を

目標以上の 1.5％削減しており、さらに、地域手当の抑制にも努め有効に人件費の削減を行っている。年齢・地域・学歴を勘案

したラスパイレス指数は 100％となっていることを説明している。 

２ 国民に対して提供するサ

ービスその他の業務の質の

向上（事業の実施等） 

１ 資産の確実かつ安定的な運用 

郵便貯金資産及び簡易生命保険資産の運用については、運用計画を遵守し、株式会社ゆうちょ銀行に対する預金、預金者・保

険契約者への貸付け、地方公共団体・公庫公団等に対する貸付けに係る債権の保有のための運用、国債等・預金による運用に努

めており、目標は十分達成したと認められる。また、株式会社かんぽ生命保険における運用状況に関し、毎月、「かんぽ資金の

運用実績・評価」の説明を受け、運用状況を把握するとともに、安全資産保有義務について、運用実績の検証を行っている。ま

た、安全資産の額が機構のために積み立てられる額を下回るリスク（株価及び為替水準）について検証を行っている。 
２ 提供するサービスの質の確保 

郵便貯金管理業務については、委託・再委託した郵便貯金管理業務について、民営化以前に比べ業務の質を維持・向上させる

とともに、委託先が行う銀行業務並びに再委託先が行う銀行業の代理業務の維持・管理業務と同等以上の質を確保する施策では、

郵便貯金・簡易生命保険管理機構は委託先に対する監督方針を策定し、重点確認項目及び項目ごとのスケジュールを設定し確認

を行い、実地監査計画を定め委託先の本支店又は出張所における委託業務の実施状況を監査している。その結果を重点確認項目

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の業務の実績に関する全体的評価表（案）    資料３ 

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の業務の実績に関する全体的評価表 
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について具体的な数値をみると、現金過不足事故は前年度（民営化後半年分を2倍にして基準とする）に比べ大幅に減少、委託・

再委託先の役職員による犯罪はわずかに減少、苦情申告は大幅に減少したが、誤送付・誤廃棄・誤配達等の顧客情報の漏えいは

わずかながら増加しており、これらの再発防止策の徹底が求められる。中期計画に掲げる取扱いが標準処理期間内に処理された

かについては達成状況を毎月把握・分析するとともに実地監査を行っており、９割以上が標準処理期間内で処理されていること

が確認されている。 

 簡易生命保険管理業務については、「公社が行っていた簡易生命保険業務と比した業務の質の維持・向上」、「委託先・再委託先

が行う生命保険業務と同等以上の質の確保」の目標に対し、委託先・再委託先への監督体制を構築し、報告徴求、確認、指導を

行うとともに、重点確認事項の実施状況について委託先・再委託先への実地監査により直接確認を実施している。また、機構自

らも問題事案の分析を行い、問題再発防止のための業務改善指導を行っている。保険金等の支払業務について、標準処理期間内

での処理割合９割以上を求め、実際に標準処理期間内で９割以上が処理されている。以上より、中期計画目標項目「提供するサ

ービスの質の確保」について、目標を十分達成したと認められる。 

３ 業務の実施状況の継続的な分析 

２回目の利用意向調査の実施は、業務の実施状況を継続的に分析するものとして評価できる。また、今回では調査項目を適宜

追加するなど、より業務実施についてのきめ細かい調査が行われていることも評価に価する点である。また、調査結果を総務省

および委託先、再委託先に提供するとともに、周知広報活動の展開や実地監査を行うなど、調査結果を業務の質の維持・向上に

役立てたことも評価できる。 
４ 照会等に対する迅速かつ的確な対応 

機構が直接受け付ける郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等からの照会等に関し、お客様応答マニュアルの活用なら

びにお客様応対事例集の更新・拡充を実施したことは、お客さまへの迅速・的確な対応へ向け必要な取組である。  
また、委託先及び再委託先に対しては、適切に確認・指導等を行うことにより、お客さまから受け付ける照会等に対して、迅

速かつ的確に対応することを求めていることも同様に必要な取組である。 
５ 情報の公表等 

 機構の概要、組織、コンプライアンスの推進、その他機構の取組に関するディスクロージャー誌の作成、またホームページに

おいて機構のさまざまな情報を掲載するなど、業務の状況等の透明性を高めたことは評価できる。 
６ 預金者への周知等 

 郵便貯金について、預入期間を経過した郵便貯金の預金者に周知すること、また簡易生命保険について、支払義務が発生した

保険金等を契約者等に周知することは、必要不可欠である。さらに、預入・据置期間が経過する郵便貯金の預金者に対し、権利
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消滅する前に案内を送付、ホームページでの公表、新聞広告をはじめとするさまざまな媒体での広報活動を行い効率的な早期払

戻しを呼びかけている。簡易生命保険においても、新たに支払義務が発生した保険金等について支払通知書を発行、ホームペー

ジでの公表、新聞広告を行うなど積極的に効率的な広報活動を行っている。また、受け取りに来ない郵便貯金、簡易生命保険の

早期受取のため、新聞、雑誌、ラジオCM、ポスター、チラシ等、効果的な媒体を通じて広報活動を行っている。 

３ 財務内容の改善 １ 予算、収支計画及び資金計画 

利益剰余金の発生原因は分析され、主な要因たる権利消滅金・時効完成益については、適切な管理を行っている。旧勘定の管

理業務を引き続き効率的に行っており、上記の時効等の発生も低減させるべき施策を行っている 
継承されている債権・債務を民営化会社との間で適切な委託契約において管理し、上記時効等から生ずる資金についても国債

またはかんぽ生命への預託により管理、有効な財務管理を行っている。 
２ 短期借入金の限度額 

 該当なし 

３ 重要な財産の処分等に関する計画 

 該当なし 

４ その他 １ 施設及び設備に関する計画 

  該当なし 

２ 適切な労働環境の確保 

業務の実態に即して人員配置の見直しを行っている。また、人事評価規程に基づき個人目標の設定、同目標の達成度及び目標

達成への努力等を適正に評価するため、評価者との対話を通じて評価を策定している。常勤職員数も４０人以内となっている。 
「セクシャルハラスメントの防止、メンタルヘルス等について関係規程の整備、マニュアルの配布、産業医や相談員の活用等

管理体制を整備する。」との目標に対して、前年度に引き続き機構に相談員を設置するとともに、機構外の中立的第三者に直接相

談等できるよう公益通報窓口を活用できる体制を設けた。また、法令等遵守の観点から、部外講師を招き、全職員等にセクシャ

ルハラスメントやパワーハラスメントの諸問題の実例や判例を踏まえた研修会を開催していることから、目標を十分に達成した

と認められる。 
３ 機構が保有する個人情報の保護 

個人情報保護管理規程に基づき、研修を行い、遵守状況をチェックシートで定期点検する等個人情報保護について適切に管理

していることは評価できる。また、委託先、再委託先についても業務委託契約で遵守すべき事項を定め、随時、定期の確認に加

え、実地監査を行う等適切に管理されている。さらに、問題案件について再発防止策が策定実施された場合、フォローアップ的
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な監査も実施されている。 
４ 災害等の不測の事態の発生への対処 

機構内のＬＡＮ等情報システム運用から１年が経過し、より運用内容が具体化したこと等を踏まえ、システムの緊急事態対応

計画について見直し、対応責任の明確化・復旧手順の詳細化等を実施したことは、緊急時の適切な対応へ向けた態勢の整備・強

化の点で必要かつ有効である。 
郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務において、委託先に対して、また、それぞれ委託先を通じて再委託先に対しても

「危機管理規程」、「危機管理マニュアル」等、関連する文書について報告を求め、委託先と再委託先における災害等の対応態勢

について確認を行ったことは、緊急時の適切な対応へ向けた態勢の整備・強化の点で必要かつ有効である。 
５ その他 

環境に配慮した製品の使用推進やリユース・リサイクルの推進など、環境に配慮した業務運営は今後もさらに重要となる。調

達目標を 100％とする「調達方針」及び「温室効果ガスへの排出削減等の実施計画」を策定したことは評価できる。 

Ⅱ 中期計画全体の評価（項目別評価を踏まえた中期計画全体の達成状況） 

 組織運営の効率化については、柔軟な配置換えによって円滑な業務運営を図り、また、想定外業務への対応には派遣職員を機

動的に活用している。また、法令等遵守の状況等について内部監査を実施し、監事との定例的な意見交換等の実施や、訓示によ

る法令等遵守意識の徹底。内部監査、委託先実地監査等の監査能力・技術向上のための研修等への参加を実施。一般管理業務及

び業務経費の効率化により低減が図られた。また、契約締結状況を機構のホームページで公表。超過勤務手当の削減を目指し、

その管理を徹底すると共に定時退庁日等、必要な方策を実施し、人件費を目標以上の1.5％削減。地域手当の抑制にも努め有効に

人件費の削減。年齢・地域・学歴を勘案したラスパイレス指数は100％となっていることを説明。 
郵便貯金資産及び簡易生命保険資産の運用については、運用計画を遵守。特に、保険については、毎月委託先の説明を受け運

用状況を把握するとともに、安全資産保有義務について、運用実績の検証を実施。また、安全資産の額が機構のために積み立て

られる額を下回るリスク（株価及び為替水準）について検証。 
提供するサービスの質の確保については、中期目標を踏まえ、委託先・再委託先への監督体制を構築し、報告徴求、確認、指

導を行うとともに、重点確認事項の実施状況について委託先・再委託先への実地監査により直接確認を実施している。また、機

構自らも問題事案の分析を行い、問題再発防止のための業務改善指導を行っている。さらに、中期計画に掲げる取扱いについて、

標準処理期間内での処理割合９割以上を求め、実際に標準処理期間内で９割以上が処理されている。 
今回は調査項目を適宜追加するなど、より業務実施についてのきめ細かい調査が行われている。さらに、調査結果を総務省及

び委託先、再委託先に提供するとともに、周知広報活動の展開や実地監査を行うなど、調査結果を業務の質の維持・向上に役立
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てた。 
業務の実施状況の継続的な分析については、機構が直接受け付ける郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等からの照会

等に関し、お客様応答マニュアルの活用ならびにお客様応対事例集の更新・拡充を実施。また、委託先及び再委託先に対しては、

適切に確認・指導等を実施。 
財務内容については、利益剰余金の発生原因は分析され、主な要因たる権利消滅金・時効完成益については、適切な管理を行

っている。旧勘定の管理業務を引き続き効率的に行っており、上記の時効等の発生も低減させるべき施策を行っている。また、 
継承されている債権・債務を民営化会社との間で適切な委託契約において管理し、上記時効等から生ずる資金についても国債ま

たはかんぽ生命への預託により管理、有効な財務管理を行っている。 
機構の概要、組織、コンプライアンスの推進、その他機構の取組に関するディスクロージャー誌の作成、またホームページに

おいて機構のさまざまな情報を掲載するなど、業務の状況等の透明性を高めた。預入・据置期間が経過する郵便貯金の預金者に

対し、権利消滅する前に案内を送付、ホームページでの公表、新聞広告をはじめとするさまざまな媒体での広報活動を行い効率

的な早期払戻しを呼びかけている。簡易生命保険においても、新たに支払義務が発生した保険金等について支払通知書を発行、

ホームページでの公表、新聞広告を行うなど積極的に効率的な広報活動を行っている。 

その他、個人情報保護管理規程に基づき、研修を行い、遵守状況をチェックシートで定期点検。また、委託先、再委託先につ

いても業務委託契約で遵守すべき事項を定め、随時、定期の確認に加え、実地監査を実施。さらに、問題案件について再発防止

策が策定実施された場合、フォローアップ的な監査も実施している。さらに、適切な労働環境の確保、機構が保有する個人情報

の保護、災害等の不測の事態の発生への対処、機構内のＬＡＮ等情報システム運用から１年が経過し、より運用内容が具体化し

たこと等を踏まえ、システムの緊急事態対応計画ついて見直し、対応責任の明確化・復旧手順の詳細化等を実施。委託先に対し

て、また、それぞれ委託先を通じて再委託先に対しても「危機管理規程」、「危機管理マニュアル」等、関連する文書について報

告を求め、委託先と再委託先における災害等の対応態勢について確認を実施。環境に配慮した製品の使用推進やリユース・リサ

イクルの推進など、環境に配慮した業務運営は今後も更に重要となる。調達目標を 100％とする「調達方針」及び「温室効果ガ

スへの排出削減等の実施計画」を策定。 
以上のことから、項目別評価を総合すると「目標を十分に達成」したものと認められる。 

今後とも、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上を図りつつ、中期計画に従い業務の一層効率的な運営に努

めることを期待したい。 

Ⅲ 組織、業務運営等の改善、その他 

 ・重点確認項目について具体的な数値をみると、現金過不足事故は前年度（民営化後半年分を２倍にして基準とする）に比べ大
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幅に減少、委託・再委託先の役職員による犯罪はわずかに減少、苦情申告は大幅に減少したが、誤送付・誤廃棄・誤配達等の

顧客情報の漏えいはわずかながら増加しており、これらの再発防止策の徹底が求められる。 
・今後とも、委託先、再委託先が調査結果をどのように業務改善に反映したかを把握するなど、調査分析の成果を検証し、より

きめの細かい調査分析実施に役立てる努力を継続してほしい。 
・苦情・申告等を契機にした一定の業務改善や再発防止策の取組も実施しているものの、機構の取組の結果、お客さまへの対応

が従来と比較し、どのように迅速かつ的確になるように改善されたのかということが、一層明確になるように取り組むことが

望まれる。 
・随意契約をさらに縮小し、効率性をさらに高める措置を採用することが望ましい。 
・睡眠貯金及び権利消滅金が依然として高い水準にあることを見ると、更なる広報活動の強化が重要となる。預金者や契約者等

に案内を送付する時期の変更等、一層効果的な広報手法が期待される。 
・個人情報保護については、今後とも形式的な要件充足に限らず、個人情報保護の実が挙がるような措置を行っていくことが大

事である。 
・今後、新型インフルエンザに伴うパンデミック時の対応に関しては、委託先、再委託先とも十分に連携して、体制を一層整備

しておくことが望まれる。 
・温室効果ガスの排出削減等に取り組み、用紙類や電気使用量の削減は進んでいるが、さらに全般的な環境配慮事業も展開すべ

きである。 
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項目別評価総括表 
 

 

 

 

 



評価項目 評価 
評価 
（ＡＡ～Ｄ） 

理由 

第１ 業務運営

の効率化に関す

る目標を達成す

るためとるべき

措置 

１ 組織運営の効率化 ＡＡ １．少人数で業務に従事しており、効率的な組織運営は不可欠である一方、国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上が従来以上に求められ、委託先の監督等の業務も質・量の両面で増加し、管理機

構として管理監督機能の強化が求められる状況にある。このような状況のもと、保険部業務課に１名充当

する柔軟な配置換えによって円滑な業務運営を図り、また、想定外業務への対応には派遣職員を機動的に

活用したことは適切である。 
２．法令等遵守の状況、リスク管理の状況等、内部統制システムの整備・運用状況等について内部監査を実

施し、さらに監事との定例的な意見交換等の実施や、また訓示による法令等遵守意識の徹底により、健全

かつ適正な業務運営の遂行のための必要かつ有効な取組がなされている。 
３．役職員の業務改善に関するイニシアティブを喚起する取組として、内部監査、委託先実地監査等の監査

能力・技術向上のための研修等への参加を実施しているが、これは少人数による効率的な組織運営にとり

必要かつ有効である。 
以上から、「目標を大幅に上回って達成」したと認められる。 
 
「必要性」 
 管理監督業務にウエイトを置いた人員配置が求められている中で、超過勤務時間の実態を踏まえた配置

換えと、想定外の業務等に派遣職員等を活用したことは柔軟かつ合目的的な組織運営を可能とするもので

あり、必要な取組である。また、内部統制にかかる取組は、健全かつ適正な業務運営の遂行のために必要

かつ有効である。さらに、役職員の業務改善に関するイニシアティブを喚起する取組は少人数による効率

的な組織運営にとり必要かつ有効である。 

「効率性」 
各部門の業務分担、業務遂行のプロセス等を分析し、目的に沿って随時、適切に人員配置を見直すことで、

保険部業務課の超過勤務時間を１０％減少させたこと、また、派遣職員を適宜活用することは、経営資源の

有効活用として、効率的かつ有効である。 
「有効性」 
各部門の業務分担、業務遂行のプロセス等を分析し、目的に沿って随時、適切に人員配置を見直し、また、

独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の業務の実績に関する項目別評価総括表 
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派遣職員を適宜活用することは、経営資源の有効活用として、効率的かつ有効である。また、内部統制にか

かる取組み、健全かつ適正な業務運営の遂行のために必要かつ有効である。さらに、役職員の業務改善に関

するイニシアティブを喚起する取組は少人数による効率的な組織運営にとり必要かつ有効である。 
２ 業務経費の削減 １ ～ ３

(一般管

理 費 及

び 業 務

経 費 ) 

Ｂ 

 

４ 

( 人 件

費) 

Ａ 

 一般管理業務及び業務経費の効率化により、低減が図られた。また、契約締結状況を機構のホームページ

で公表したことは評価できる。 
 
「必要性」 
１～３ 経費の効率化に関しては、利用者が求めている点である。その要求を実現するための項目の設定と

方針の策定などは、必要性の高い取組である。 
４ 超過勤務手当の削減を目指し、その管理を徹底すると共に定時退庁日等、必要な方策を実施している。 
「効率性」 
１～３ 随意契約をさらに縮小し、効率性をさらに高める措置を採用することが望ましい。各部門の業務を

的確に把握するため、随時の確認と定期的な確認を検討すべきだろう。 
４ 超過勤務手当額の削減等により、人件費を目標以上の1.5％削減とし、効率的に運営されている。 
「有効性」 
１～３ 業務経費等の効率化は常に見直しを求められるものであり、効率化を目指した措置として、業務態

勢の整備を常に確認し、適正に管理することは有効性を確保する道である。 
４ 超過勤務手当の管理の徹底、定時退庁日の設定等に加え、地域手当の抑制にも努め有効に人件費の削減

を行っている。また、年齢・地域・学歴を勘案したラスパイレス指数は100％となっていることを説明し

ている。 
第２ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する目標を

達成するためと

るべき措置 

１ 資産の確実かつ安

定的な運用 
（１）Ａ 

（２）Ａ 
（１）郵便貯金資産及び簡易生命保険資産の運用については、運用計画を遵守し、株式会社ゆうちょ銀行に

対する預金、預金者・保険契約者への貸付け、地方公共団体・公庫公団等に対する貸付けに係る債権の保

有のための運用、国債等・預金による運用に努めており、「目標は十分達成」したと認められる。 
（２）株式会社かんぽ生命保険における運用状況に関し、毎月、「かんぽ資金の運用実績・評価」の説明を

受け、運用状況を把握するとともに、安全資産保有義務について、運用実績の検証を行っている。また、

安全資産の額が機構のために積み立てられる額を下回るリスク（株価及び為替水準）について検証を行っ

ている。以上により、かんぽ生命保険における運用状況を毎月把握し、必要に応じ、下記２（１）③によ

る確認等を行うとの目標に対し、「目標は十分達成」したと認められる。 
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「必要性」 
（１）機構は、公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務の確実な履行を

確保することを目的としているため、運用計画を遵守し、確実かつ安定的な運用を行うことは必要である。 
（２）再保険先において確実かつ安定的な運用が行われることは、機構が公社から承継した簡易生命保険に

係る債務の確実な履行を確保するためには大変重要であり、かんぽ生命保険における運用状況を把握・確

認することは必要と認められる。 
「効率性」 
（１）機構は、公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務の確実な履行を

確保することを目的としているが、運用計画に従った運用を行っており、また、余資運用については、預

金等のほか、国債に運用しており、効率的な運営である。 
（２）当該業務に係る事業経費はなく、効率的な運営がなされたものと判断できる。 
「有効性」 
（１）機構は、公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務の確実な履行を

確保することを目的としているため、運用計画を遵守している。また、余資運用については流動性及び安

全性の観点から国債（満期保有目的の債券）に運用している。さらに、貸付金については、地方公共団体

貸付、公庫公団等貸付は、回収の危険性又は価値の毀損の危険性がないものとして債務者区分は要しない

ものであり、また、預金者貸付、保険契約者貸付は、郵便貯金、簡易生命保険の範囲内での貸付けである

ことから回収不能の問題はないことから、確実かつ安定的な運用に努めており有効な運営である。 
（２）再保険先において確実かつ安定的な運用が行われるよう図ることは、簡易生命保険に係る債務の確実

な履行を確保することにつながり、国民である簡易生命保険契約者の財産の保全に資するものであること

から、有効な施策であると認められる。 
２ 提供するサービス

の質の確保 
【業務の質の確保、標

準処理期間の設定】 
 
【監督方針の策定、確

Ａ 郵便貯金管理業務については、委託・再委託した郵便貯金管理業務について、民営化以前に比べ業務の質

を維持・向上させるとともに、委託先が行う銀行業務並びに再委託先が行う銀行業の代理業務の維持・管理

業務と同等以上の質を確保する施策では、郵便貯金・簡易生命保険管理機構は委託先に対する監督方針を策

定し、重点確認項目及び項目ごとのスケジュールを設定し確認を行い、実地監査計画を定め委託先の本支店

又は出張所における委託業務の実施状況を監査している。その結果を重点確認項目について具体的な数値を

みると、現金過不足事故は前年度（民営化後半年分を２倍にして基準とする）に比べ大幅に減少、委託・再
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認等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委託先の役職員による犯罪はわずかに減少、苦情申告は大幅に減少したが、誤送付・誤廃棄・誤配達等の顧

客情報の漏えいはわずかながら増加しており、これらの再発防止策の徹底が求められる。中期計画に掲げる

取扱いが標準処理期間内に処理されたかについては達成状況を毎月把握・分析するとともに実地監査を行っ

ており、９割以上が標準処理期間内で処理されていることが確認されている。 

 簡易生命保険管理業務については、「公社が行っていた簡易生命保険業務と比した業務の質の維持・向上」、

「委託先・再委託先が行う生命保険業務と同等以上の質の確保」の目標に対し、委託先・再委託先への監督

体制を構築し、報告徴求、確認、指導を行うとともに、重点確認事項の実施状況について委託先・再委託先

への実地監査により直接確認を実施している。また、機構自らも問題事案の分析を行い、問題再発防止のた

めの業務改善指導を行っている。保険金等の支払業務について、標準処理期間内での処理割合９割以上を求

め、実際に標準処理期間内で９割以上が処理されている。以上より、中期計画目標項目「提供するサービス

の質の確保」について、「目標を十分達成」したと評価した。 

 

「必要性」 

 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関し、業務の質の向上の目標を設定してその達成状況を確

認することは、国民や社会のニーズに照らして妥当性を有している。行政関与の在り方からみてもこのよう

な政策を行政が担う必要はあると認められる。また、保険契約者にとって、契約により提供されるサービス

の質の確保は必要不可欠である。簡易生命保険の管理について、サービスの質の確保のため、委託先・再委

託先に対する監督方針・計画を策定し、監督方針・計画にのっとり確認・監査を行う本業務の必要性は高い。 

「効率性」 

 管理機構が委託先・再委託先のモニタリング計画を策定し、提供されるサービスの質を確保することを効

率的に行っていると判断できる。また、少人数での業務実施手法として、委託先・再委託先への監督を通じ

た質の確保・向上が図られている。監督方針、重点確認項目を設定し、内容に応じた業務報告体制が構築さ

れ、効率的に監督が行われている。また、委託業務が適正に遂行されているか委託先・再委託先の実地監査

を行っており、実地監査において改善すべき事項が生じている場合には当該監査先だけでなく全局所への指

導を指示するなど、効率的に業務が実施されている。 

「有効性」 

 民営化以前に公社が行っていた郵便貯金業務と比較し業務の質の維持・向上に努め、また、委託先が行う

銀行業務並びに再委託先が行う銀行業の代理業務の維持・管理業務と同等以上の質が確保されたと認めら

れ、機構の取組は有効に機能しているといえる。さらに、簡易保険管理業務の業務処理期間目標として設定
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した標準処理期間内での処理割合９割以上を達成している。一定基準を定めた重大事案については、委託先

に随時の報告を求め、その後の対応等の継続的な確認を行っている。重大事案以外にも問題事案については、

委託先・再委託先に再発防止策の検討を求めるとともに、機構自らが問題発生状況の分析を行い、業務シス

テムの改善を指導している。以上のように、委託先・再委託先への監督体制により、有効に業務の質の維持・

向上が図られている。 

３ 業務の実施状況の

継続的な分析 
Ａ ２回目の利用意向調査の実施は、業務の実施状況を継続的に分析するものとして評価できる。また、今回

では調査項目を適宜追加するなど、より業務実施についてのきめ細かい調査が行われていることも評価に価

する点である。また、調査結果を総務省および委託先、再委託先に提供するとともに、周知広報活動の展開

や実地監査を行うなど、調査結果を業務の質の維持・向上に役立てたことも評価できる。今後とも、委託先、

再委託先が調査結果をどのように業務改善に反映したかを把握するなど、調査分析の成果を検証し、よりき

めの細かい調査分析実施に役立てる努力を継続してほしい。 
 
「必要性」 
提供サービスおよび業務の質の向上に関する目標を達成するために、預金者の郵便貯金の利用者および簡

易生命保険等の契約者の意見等を把握し、業務等に反映させる調査研究である利用意向調査は必要かつ有

効である。 
「効率性」 
インターネットを利用する利用意向調査は、コスト・時間・労力等の節減に寄与する効率的な方法であり、 

回収率が高いことも評価できる。 
「有効性」 
預金者の郵便貯金の利用者および簡易生命保険等の契約者の意見等を把握し、業務等に反映させるための

調査研究として、利用意向調査は必要かつ有効と認められる。訪問留置方法やグループインタビューによる

調査を行っていることは、インターネット調査の不十分な点を補うことができ、有効である。 
４ 照会等に対する迅

速かつ的確な対応 
Ｂ １．機構が直接受け付ける郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等からの照会等に関し、お客様応答

マニュアルの活用ならびにお客様応対事例集の更新・拡充を実施したことは、お客さまへの迅速・的確な

対応へ向け必要な取組である。 
２．また、委託先及び再委託先に対しては、適切に確認・指導等を行うことにより、お客さまから受け付け

る照会等に対して、迅速かつ的確に対応することを求めていることも同様に必要な取組である。 
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３．その上で、苦情・申告等を契機にした一定の業務改善や再発防止策の取組も実施しているものの、機構

の取組の結果、お客さまへの対応が従来と比較し、どのように迅速かつ的確になるように改善されたのか

ということが、一層明確になるように取り組むことが望まれる。 
以上から、「目標を概ね達成」したと認められる。 
 
「必要性」 
お客様応答マニュアルの活用とお客様応対事例集の更新・拡充、随時・定期の確認、実地監査の実施は、

お客さまからの照会等への迅速・的確な対応へ向け必要な取組みである。 
「効率性」 
お客様応答マニュアルやお客様応対事例集の活用により、お客さまから受け付ける照会等に対して効率よ

く、迅速・的確に対応することが可能となる。また、苦情・申告等を契機にした業務改善や再発防止策に取

組むことは、業務の質の向上にとっても効率的であるが、効率性を判断する前提として、苦情・申告等の数

や内容を公開し、それに対して、機構・委託先等がどのように対応したのか、明確にする取組を充実すべき

である。 
５ 情報の公表等 Ａ 機構の概要、組織、コンプライアンスの推進、その他機構の取組に関するディスクロージャー誌の作成、

またホームページにおいて機構のさまざまな情報を掲載するなど、業務の状況等の透明性を高めたことは評

価できる。 
 
「必要性」 
機構に対する利用者の理解を深め、信頼性を確保するには透明性を確保すること。情報の公開は必要不可

欠である。 
「効率性」 
ホームページによる情報提供は、随時新しい情報に更新することができ、インターネットにアクセスでき

る環境にある人にとっては効率的である。 
さらに利用者の理解を深めるため、購読者の多い地方新聞、雑誌、ラジオCM、ポスター、チラシなどさ

まざまな媒体を活用し、効率的な広報を実施している。 
「有効性」 
ホームページを積極的に活用し、利用者に分かりやすい内容の広報の充実は、信頼感を高めるために有用
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である。 
機構の取組に関するディスクロージャー誌を機構の情報公開室に備え付けるだけでなく、ディスクロージ

ャー誌概要版の配布も検討すべき課題である。 
６ 預金者等への周知 Ｂ 「必要性」 

郵便貯金について、預入期間を経過した郵便貯金の預金者に周知すること、また簡易生命保険について、

支払義務が発生した保険金等を契約者等に周知することは、必要不可欠である。 
「効率性」 
預入・据置期間が経過する郵便貯金の預金者に対し、権利消滅する前に案内を送付、ホームページでの公

表、新聞広告をはじめとするさまざまな媒体での広報活動を行ない効率的な早期払い戻しを呼びかけてい

る。簡易生命保険においても、新たに支払義務が発生した保険金等について支払通知書を発行、ホームペー

ジでの公表、新聞広告を行なうなど積極的に効率的な広報活動を行なっている。 
「有効性」 
受け取りに来ない郵便貯金、簡易生命保険の早期受取のため、新聞、雑誌、ラジオCM、ポスター、チラ

シ等、効果的な媒体を通じて広報活動を行なっている。しかし、睡眠貯金及び権利消滅金が依然として高い

水準にあることを見ると、更なる広報活動の強化が重要となる。預金者や契約者等に案内を送付する時期の

変更等、一層効果的な広報手法が期待される。 
第３ 財務内容

の改善に関する

事項 

１ 予算、収支計画及

び資金計画 
Ａ 「必要性」 

利益剰余金の発生原因は分析され、主な要因たる権利消滅金・時効完成益については、適切な管理を行っ

ている。 
「効率性」 
旧勘定の管理業務を引き続き効率的に行っており、上記の時効等の発生も低減させるべき施策を行ってい

る。 
「有効性」 
継承されている債権・債務を民営化会社との間で適切な委託契約において管理し、上記時効等から生ずる

資金についても国債またはかんぽ生命への預託により管理、有効な財務管理を行っている。 
２ 短期借入金の限度

額 
  

３ 重要な財産の処分   
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等に関する計画 
第４ その他業

務運営に関する

重要事項 

１ 施設及び整備に関

する計画 
  

２ 適切な労働環境の

確保 
（１）Ａ  

（２）Ａ 
（１）業務の実態に即して人員配置の見直しを行っている。また、人事評価規程に基づき個人目標の設定、

同目標の達成度及び目標達成への努力等を適正に評価するため、評価者との対話を通じて評価を策定して

いる。常勤職員数も４０人以内となっており、「目標を十分に達成」したと認められる。 
（２）「セクシャルハラスメントの防止、メンタルヘルス等について関係規程の整備、マニュアルの配布、

産業医や相談員の活用等管理体制を整備する。」との目標に対して、前年度に引き続き機構に相談員を設

置するとともに、機構外の中立的第三者に直接相談等できるよう公益通報窓口を活用できる体制を設け

た。また、法令等遵守の観点から、部外講師を招き、全職員等にセクシュアルハラスメントやパワーハラ

スメントの諸問題の実例や判例を踏まえた研修会を開催していることから、「目標を十分に達成」したと

認められる。 
 
「必要性」 
業務の円滑な運営のために、人員配置の見直しや適正な人事評価の実施、労務問題への対応のための体制

の整備を行い、適切な労働環境を確保することが必要である。 
「効率性」 
人員配置の見直しや適正な人事評価の実施、労務問題への対応のための体制の整備を行い、適切な労働環

境を確保することは、効率的な業務運営につながる。 
「有効性」 
人員配置の見直しや適正な人事評価の実施、労務問題への対応のための体制の整備を行うことは、適切な

労働環境を確保し、円滑な業務を運営するために有効な施策である。 
３ 機構が保有する個

人情報の保護 
Ａ 個人情報保護管理規程に基づき、研修を行い、遵守状況をチェックシートで定期点検する等個人情報保護

について適切に管理していることは評価できる。また、委託先、再委託先についても業務委託契約で遵守す

べき事項を定め、随時、定期の確認に加え、実地監査を行う等適切に管理されている。さらに、問題案件に

ついて再発防止策が策定実施された場合、フォローアップ的な監査も実施されているが、今後とも形式的な

要件充足に限らず、個人情報保護の実が挙がるような措置を行っていくことが大事である。 
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「必要性」 
個人情報保護に関する研修、勉強会は職員の意識を高める上で十分な必要性と有効性を有していると認め

られる。委託先、再委託先への随時・定期的な確認、実地監査、事案の内容および再発防止策等のチェック

と策定も必要かつ有効な措置と認められる。 
「効率性」 
研修や勉強会を通じて職員の意識向上で個人情報保護管理を徹底させる方法は、すべてを再チェックする

手法をとることに比べて効率的である。また、委託先、再委託先について、随時・定期的な確認、実地監査、

事案の内容および再発防止策等のチェックと策定によって確認・指導等を行うことで顧客情報保護を図った

ことも、悉皆的な方法に比べて効率的かつ現実的と判断できる。 
「有効性」 
個人情報保護に関する研修、勉強会は職員の意識を高める上で十分な有効性と必要性を有していると認め

られる。また、委託先、再委託先への随時・定期的な確認、実地監査を行い、問題事案の再発防止策の有効

性をフォローアップ監査で確認することが有効である。さらに、なるべくＦＡＸを使用しないとする現場で

の扱いは、個別対応事例としても有効である。 
４ 災害等の不測の事

態の発生への対処 
Ａ １．機構内のＬＡＮ等情報システム運用から１年が経過し、より運用内容が具体化したこと等を踏まえ、シ

ステムの緊急事態対応計画について見直し、対応責任の明確化・復旧手順の詳細化等を実施したことは、

緊急時の適切な対応へ向けた態勢の整備・強化の点で必要かつ有効である。 
２．郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務において、委託先に対して、また、それぞれ委託先を通じ

て再委託先に対しても「危機管理規程」、「危機管理マニュアル」等、関連する文書について報告を求め、

委託先と再委託先における災害等の対応態勢について確認を行ったことは、緊急時の適切な対応へ向けた

態勢の整備・強化の点で必要かつ有効である。 
以上から、「目標を十分達成」したと認められる。 
 
「必要性」 
災害等の不測の事態が発生した場合においても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務を適切に実

行できるような対処を行うことは、そのような緊急事態における国民の支障ない生活の継続に資するもので

あり、必要である。実際の顧客対応業務について委託先と再委託先に委ねている機構にとり、不測の事態が

発生した場合における委託先と再委託先の対応態勢の状況を確認したことは必要かつ有効であり、また、機
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構のシステムの緊急事態対応計画について見直し、対応責任を明確化し、復旧手順を詳細に定めたことは、

緊急時の適切な対応へ向けた体制の整備・強化の点で必要かつ有効である。 
「効率性」 
機構、委託先、再委託先、それぞれにおいてリスク管理体制を整備し、強化しておくことは、不測事態の

発生時における郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の適切な実行に資するものであり、効率的な業

務運営につながるものである。また、システムの活用は業務全般の効率を高めることから、システムの体制

整備・強化に注力することはこの点でも効率的であると考えられる。 
「有効性」 
災害等の不測の事態が発生した場合においても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務を適切に実

行できるような対処を行うことは、そのような緊急事態における国民の支障ない生活の継続に資するもので

あり、必要である。実際の顧客対応業務について委託先と再委託先に委ねている機構にとり、不測の事態が

発生した場合における委託先と再委託先の対応態勢の状況を確認したことは必要かつ有効であり、また、機

構のシステムの緊急事態対応計画について見直し、対応責任を明確化し、復旧手順を詳細に定めたことは、

緊急時の適切な対応へ向けた体制の整備・強化の点で必要かつ有効である。なお、今後、新型インフルエン

ザに伴うパンデミック時の対応に関しては、委託先、再委託先とも十分に連携して、体制を一層整備してお

くことが望まれる。 
５ その他 Ａ 環境に配慮した製品の使用推進やリユース・リサイクルの推進など、環境に配慮した業務運営は今後もさ

らに重要となる。調達目標を 100％とする「調達方針」及び「温室効果ガスへの排出削減等の実施計画」を

策定したことは評価できる。 
 

「必要性」 
独立行政法人による環境配慮活動は一般の民間以上に市場に与えるインパクトが強い。環境配慮活動の必

要性は高まっており、今後も継続が必要。 
「効率性」 
継続的に環境に配慮した業務を行うことは、長期的に見て、業務の効率性を高めることにもつながる。温

室効果ガスの排出削減等に取り組み、用紙類や電気使用量の削減は進んでいるが、更に全般的な環境配慮事

業も展開すべきである。 
「有効性」 
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率先した環境配慮事業の推進は、業務内容にもポジティブな変化を与えることが実績から指摘されてい

る。環境にとっても、事業にとっても有効な施策である。更なる推進が求められる。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 組織運営の効率化 

■ 中期計画の記載事項 

各部門の業務分担、業務遂行のプロセス等を分析し、機構に課せられた業務をより効率的・弾力的に遂行することができるよう、業務及び組織体制につ

いて継続的に点検を行うとともに、必要に応じて人員配置の見直しを行う。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 組織の活性化を図り、業務をより効率的・

弾力的に遂行することができるよう、業務内

容に対応した柔軟かつ機動的な人員配置を

行う。 

１ 人員配置の見直し 

⑴ 超過勤務時間の実態や業務委託先等の管理業務の強化等のため、総務部

総務課の職員１名を保険部業務課に配置換えした。これにより、保険部業

務課の超過勤務時間が約１０％減少した。 

⑵ また、昨年度に引き続き、差押関係事務等の想定外の業務等への対応の

ため、派遣職員を活用し、柔軟かつ機動的な人員配置を行った。 

 

２ 内部統制に係る取組 

機構の健全かつ適正な業務運営の遂行に資するため、法令等遵守の状況、

リスク管理の状況等、内部統制システムの整備・運用状況等について内部監

査を実施した。 

また、監事との間で月２回の定例会合を設け、意見交換等を行い連携しな

がら、より効果的な業務遂行に努めている。 

 

３ 業務改善のための役職員のイニシアティブ 

 ⑴ 業務改善のためのイニシアティブの一環として、内部監査、委託先実地

監査等の監査能力・技術向上のため、会計検査院、日本監査役協会、日本

内部監査協会の開催する研修や会合に担当役職員を参加させた。 

 ⑵ 更に、折々の理事長訓示において、全職員等に対し、法令等遵守の重要 

性を繰り返し諭している。 
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当該業務に係る事業経費 １３０千円 当該業務に従事する職員数 ９名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D) 
ＡＡ 

■ 評価結果の説明 

１．少人数で業務に従事しており、効率的な組織運営は不可欠である一方、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上が従来以上に求められ、 

 委託先の監督等の業務も質・量の両面で増加し、管理機構として管理監督機能の強化が求められる状況にある。このような状況のもと、保険部業務課に 

１名充当する柔軟な配置換えによって円滑な業務運営を図り、また、想定外業務への対応には派遣職員を機動的に活用したことは適切である。 

 

２．法令等遵守の状況、リスク管理の状況等、内部統制システムの整備・運用状況等について内部監査を実施し、さらに監事との定例的な意見交換等の実 

 施や、また訓示による法令等遵守意識の徹底により、健全かつ適正な業務運営の遂行のための必要かつ有効な取組みがなされている。 

 

３．役職員の業務改善に関するイニシアティブを喚起する取組みとして、内部監査、委託先実地監査等の監査能力・技術向上のための研修等への参加を実

施しているが、これは少人数による効率的な組織運営にとり必要かつ有効である。 

 

以上から、「目標を大幅に上回って達成」したと認められる。 

 

「必要性」 

 管理監督業務にウエイトを置いた人員配置が求められている中で、超過勤務時間の実態を踏まえた配置換えと、想定外の業務等に派遣職員等を活用した 

ことは柔軟かつ合目的的な組織運営を可能とするものであり、必要な取組みである。また、内部統制にかかる取組みは、健全かつ適正な業務運営の遂行の

ために必要かつ有効である。さらに、役職員の業務改善に関するイニシアティブを喚起する取組みは少人数による効率的な組織運営にとり必要かつ有効で

ある。 

 

「効率性」 

各部門の業務分担、業務遂行のプロセス等を分析し、目的に沿って随時、適切に人員配置を見直すことで、保険部業務課の超過勤務時間を１０％減少させ

たこと、また、派遣職員を適宜活用することは、経営資源の有効活用として、効率的かつ有効である。 

「有効性」 

 各部門の業務分担、業務遂行のプロセス等を分析し、目的に沿って随時、適切に人員配置を見直し、また、派遣職員を適宜活用することは、経営資源の

有効活用として、効率的かつ有効である。また、内部統制にかかる取組みは、健全かつ適正な業務運営の遂行のために必要かつ有効である。さらに、役職

員の業務改善に関するイニシアティブを喚起する取組みは少人数による効率的な組織運営にとり必要かつ有効である。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

２ 業務経費の削減  

■ 中期計画の記載事項 

機構が日本郵政公社（以下「公社」という。）から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行できるよ

う配意しつつ、職員の意識改革、業務運営の効率化を進め、一般管理費及び業務経費の合計（退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並

びに業務に係る資金調達費用、残高証明手数料等役務委託手数料、保険金等支払金及び訴訟に係る経費を除く。）について、平成 19 年度の当該経費相当額

を標準的な年間当たり経費に換算した額に対する中期目標期間の最終年度の当該経費の額の割合を 96％以下とする。 

なお、人件費（退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）を除く。）については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律」（平成 18年法律第 47 号）等に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成 23年度において、平成 19年度の当該経費相当額を

標準的な年間あたり経費に換算した額と比較し、4％以上の削減を行う。 

また、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを進める（今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 機構が旧日本郵政公社（以下「旧公社」と

いう。）から承継した郵便貯金及び簡易生命

保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る

債務を確実に履行できるよう配意しつつ、職

員の意識改革を図るとともに、各業務への適

切な資源配分を行うため、各部門における業

務進捗状況と経費を的確に把握し、見直しを

行い、一般管理費及び業務経費の効率的な使

用を推進する。 

１ 経費の効率的使用 

⑴ 平成２０年度においても、平成１９年度と同様に、業務実態を踏まえつ

つ、郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債

務を確実に履行できるように配意し、総務部、貯金部、保険部における業

務態勢の整備を図り、委託先等の監査、訴訟・差押、周知・広報等の業務

実施に即し、一般管理業務及び業務経費の効率的な使用に努めた。 

⑵ 経費の効率的使用を図るため、平成１９年度と同様の契約については仕

様の見直しを行い、中間期には広報、監査支援経費等の使用計画の見直し

を行うことにより、一般管理費及び業務経費の合計（退職手当及び福利厚

生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに業務に係る資金調達費用、残

高証明手数料等役務委託手数料、保険金等支払金及び訴訟に係る経費を除

く。）について、平成１９年度の当該経費相当額を標準的な年間当たり経費

に換算した額６億円に対して５億８千８百万円になり、２％の低減が図ら

れた。 
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２ 契約手続等に係る取組 

⑴ 会計規程等について、包括的随意契約条項の廃止（基準額についてはこ

れまでも国と同一）、予定価格作成省略金額の改定等国の基準と同一に改め

た。 

⑵ 契約事務手続に係る執行体制の適切性を図るため、内部監査担当に契約

稟議書の全てを回議し事前審査を受けるとともに、事後には監事に基準額

以上の契約関係書類を提出し監査を受けている、また、会計監査人には期

末監査において、購買プロセスにおける内部統制の状況の説明を行ってい

る。 

⑶ 平成２０年度の契約締結状況については、一般競争入札、基準額を超え

る随意契約（企画競争を含む）を機構のホームページで公表した。 

 

３ 随意契約縮小に係る取組 

⑴ 基準額を超える随意契約縮小の取組として、平成１９年度の随意契約案

件６件のうち、平成２０年度へ継続する案件３件のうち一般競争へ１件、

企画競争へ１件の移行を行った。 

平成２０年度の基準額を超える随意契約は、平成１９年度と同数の６件

となったが、ソフトウェアの保守（知的財産の保護）２件（１９年度は公

社契約を承継）、官報公告１件（新規）、コピー機の保守２件（継続１件、

新規１件）、システムの運用・保守（公募）１件（１９年度は公社契約を承

継。）であり競争性の無い随意契約として契約したところであるが、平成２

１年においては更に公募を行うことにより他に実施可能事業者が存在しな

いかの確認を行うこととしている。 

⑵ 基準額を超える随意契約の総額では、平成１９年度の総額５，０１７万

円に対し、平成２０年度は総額２，１５４万円になり４２．９％へ縮小が

図られた。 

⑶ 小額随意契約については、昨年同様複数の業者から見積りを徴すること

を徹底し経費の効率的な使用を図った。 
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４ 人件費の削減等に係る取組 

⑴ 人件費については、超過勤務手当の効率的な使用を推進することとし、

毎月、超過勤務手当額等の管理を徹底し、対前年度（前年度実績（６か月

分）×２）比約２割削減した。 

 また、国家公務員に合わせ、毎週水曜日を定時退庁日と定め、定時退庁

の徹底を図った。 

 それらの結果、人件費は、削減目標である１％に対して、１．５％の削

減となった。 

 

【給与水準（対国家公務員指数）の適正性】 

○ 機構の給与水準（ラスパイレス指数）（平成２０年度） 

（事務・技術職員） 

    対国家公務員（行政職（一））年齢勘案       １１４．７ 

                  年齢・地域・学歴勘案 １００．０ 

  （要因） 

機構の給与水準は、対国家公務員（行政職（一））の比較指数が１１４．

７となっている。 

要因としては、東京都特別区（港区）１箇所のみに設置され、かつ国

家公務員と同様に地域手当（機構では調整手当としている。）を支給して

いる機構と地域手当未支給地を含む全国の平均で算出された国家公務員

とで比較された指数となっているためである。 

    比較対象を合せ、機構と同じ地域（東京都特別区）に勤務する国家公

務員に限定して比較すると指数は１００．７となる。 

    また、その他の要因として、若干ではあるが大卒以上の割合が国家公

務員の全国の平均よりも高くなっているため、地域手当と同様に比較対

象を合せて比較すると指数は１１３．１となる。 

    これらの要因を総合的に勘案（地域及び学歴を勘案）すると対国家公

務員指数は、１００．０となり機構の給与水準は、国家公務員と同水準
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となっている。 

    なお、機構の役職、年齢別の給与の支給状況については、６月末目途

に職級別在職状況等をホームページで公表することとしている。また、

平成１９年度の状況についても、現在ホームページで公表している。 

 

 ⑵ 給与水準の改善に向けて講じた措置としては、地域手当を国家公務員が

平成２０年度１６％に引き上げるのに対して、機構は１２％に据え置くこ

とにより給与水準の抑制に努めている。 

 

 ⑶ なお、機構は、レクリエーション関係の支出は一切行っていない。 

 

【参考】 

  対国家公務員指数の対前年度比較 

（事務・技術職員） 

  対国家公務員（行政職（一）） 平成１９年度 平成２０年度   減 

   年齢勘案         １１５．９   １１４．７  △１．２ 

   年齢・地域勘案      １０２．２   １００．７  △１．５ 

   年齢・学歴勘案      １１４．２   １１３．０  △１．２ 

   年齢・地域・学歴勘案   １０１．６   １００．０  △１．６ 

 

当該業務に係る事業経費 ― 千円 当該業務に従事する職員数 １７名 

■ 当該項目の評価 

 
１～３(一般管理費及び業務経費) Ｂ  ４(人件費) Ａ 

■ 評価結果の説明 

 一般管理業務及び業務経費の効率化により、低減が図られた。また、契約締結状況を機構のホームページで公表したことは評価できる。 

 

「必要性」 

１～３ 経費の効率化に関しては、利用者が求めている点である。その要求を実現するための項目の設定と方針の策定などは、必要性の高い取り組みであ

る。 
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４ 超過勤務手当の削減を目指し、その管理を徹底すると共に定時退庁日等、必要な方策を実施している。 

 

「効率性」 

１～３ 随意契約をさらに縮小し、効率性をさらに高める措置を採用することが望ましい。各部門の業務を的確に把握するため、随時の確認と定期的な確

認を検討すべきだろう。 

４ 超過勤務手当額の削減等により、人件費を目標以上の1.5％削減とし、効率的に運営されている。 

 

「有効性」 

１～３ 業務経費等の効率化は常に見直しを求められるものであり、効率化を目指した措置として、業務態勢の整備を常に確認し、適正に管理することは

有効性を確保する道である。 

４ 超過勤務手当の管理の徹底、定時退庁日の設定等に加え、地域手当の抑制にも努め有効に人件費の削減を行っている。また、年齢・地域・学歴を勘案

したラスパイレス指数は100％となっていることを説明している。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当

項目 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 資産の確実かつ安定的な運用 

■ 中期計画の記載事項 

（１） 機構が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険に係る債務の確実な履行を確保するため、郵便貯金資産及び簡易生命保険資産に

ついて、郵便貯金資産の運用計画（別紙１のとおり）及び簡易生命保険資産の運用計画（別紙２のとおり）に従い、確実かつ安定的な

運用を行うよう努めるものとする。 

（２） 再保険先において確実かつ安定的な運用が行われるよう、株式会社かんぽ生命保険における運用状況を毎月把握し、必要に応じ、下

記２（１）①及び②による確認等を行うこととする。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 （１） 機構が旧公社から承継した郵便貯金

及び簡易生命保険に係る債務の確実な

履行を確保するため、郵便貯金資産及

び簡易生命保険資産について、郵便貯

金資産の運用計画（別紙１のとおり）

及び簡易生命保険資産の運用計画（別

紙２のとおり）に従い、確実かつ安定

的な運用を行うよう努めるものとす

る。 

 

郵便貯金資産及び簡易生命保険資産の運用については、中期計画及び平成

２０年度年度計画で定める運用計画を遵守し、株式会社ゆうちょ銀行（以下

「ゆうちょ銀行」という。）に対する預金、預金者・保険契約者への貸付け、

地方公共団体・公庫公団等に対する貸付けに係る債権の保有のための運用、

国債等・預金による運用を実施することにより、確実かつ安定的な運用に努

めた。 

期末における運用残高は、下表のとおりであり、いずれも独立行政法人郵

便貯金・簡易生命保険管理機構法等で定められた方法による運用としてい

る。 

 また、中期計画及び平成２０年度年度計画で定める運用計画に基づき、毎

年度、具体的な運用方法を運用実施方針として定め、余資運用については、

預金等のほか、流動性及び安全性の観点から国債（満期保有目的の債券）に

運用している。 

 なお、貸付金については、地方公共団体貸付、公庫公団等貸付を実施して

いるが、これらは、金融庁の金融検査マニュアルにおいても、回収の危険性

又は価値の毀損の危険性がないものとして債務者区分は要しないものとし、

非分類債権とすることとなっていることから回収計画は策定していない。預
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金者貸付、保険契約者貸付については、郵便貯金、簡易生命保険の範囲内で

の貸付けであることから回収不能の問題はない。 

○郵便貯金資産 

（単位：百万円） 

区分 運用残高 

ゆうちょ銀行への特別貯金 ７６，８３５，３０３ 

預金者貸付 １７３，７２６ 

地方公共団体貸付 ３，１８７，４５１ 

国債（満期保有目的の債券のみ） ９，６７９ 

 

○簡易生命保険資産 

（単位：百万円） 

区分 運用残高 

保険契約者貸付 １，５１７，６３８ 

地方公共団体貸付 １５，８２９，６９３ 

公庫公団等貸付 ７７６，６５０ 

国債（満期保有目的の債券のみ） １５９ 

定期預金 １２０ 
 

 

 

 

（２） 再保険先において確実かつ安定的な

運用が行われるよう、株式会社かんぽ

生命保険における運用状況を毎月把握

し、必要に応じ、下記２（１）③によ

る確認等を行うこととする。 

 

再保険先の資金運用については、毎月、株式会社かんぽ生命保険（以下「か

んぽ生命保険」という。）から「かんぽ資金の運用実績・評価」の説明を受

け、運用状況を把握するとともに、安全資産保有義務について、運用実績の

検証を行った。また、これらの資料に基づき、安全資産の額が機構のために

積み立てられる額を下回るリスク（株価及び為替水準）について検証を行っ

た。 

 

当該業務に係る事

業経費 
― 千円 当該業務に従事する職員数 ８名 
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■ 当該項目の評

価 

（AA～D) 

（１）Ａ （２）Ａ 

■ 評価結果の説明 

（１）郵便貯金資産及び簡易生命保険資産の運用については、運用計画を遵守し、株式会社ゆうちょ銀行に対する預金、預金者・保険契約者

への貸付け、地方公共団体・公庫公団等に対する貸付けに係る債権の保有のための運用、国債等・預金による運用に努めており、「目標は十分

達成」したと認められる。 

（２）株式会社かんぽ生命保険における運用状況に関し、毎月、「かんぽ資金の運用実績・評価」の説明を受け、運用状況を把握するととも

に、安全資産保有義務について、運用実績の検証を行っている。また、安全資産の額が機構のために積み立てられる額を下回るリスク（株価

及び為替水準）について検証を行っている。以上により、かんぽ生命保険における運用状況を毎月把握し、必要に応じ、下記２（１）③によ

る確認等を行うとの目標に対し、「目標は十分達成」したと認められる。 

「必要性」 

（１）機構は、公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務の確実な履行を確保することを目的としているた

め、運用計画を遵守し、確実かつ安定的な運用を行うことは必要である。 

（２）再保険先において確実かつ安定的な運用が行われることは、機構が公社から承継した簡易生命保険に係る債務の確実な履行を確保する

ためには大変重要であり、かんぽ生命保険における運用状況を把握・確認することは必要と認められる。 

「効率性」 

（１）機構は、公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務の確実な履行を確保することを目的としているが、

運用計画に従った運用を行っており、また、余資運用については、預金等のほか、国債に運用しており、効率的な運営である。 

（２）当該業務に係る事業経費はなく、効率的な運営がなされたものと判断できる。 

「有効性」 

（１）機構は、公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、債務の確実な履行を確保することを目的としているた

め、運用計画を遵守している。また、余資運用については流動性及び安全性の観点から国債（満期保有目的の債券）に運用している。さらに、

貸付金については、地方公共団体貸付、公庫公団等貸付は、回収の危険性又は価値の毀損の危険性がないものとして債務者区分は要しないも

のであり、また、預金者貸付、保険契約者貸付は、郵便貯金、簡易生命保険の範囲内での貸付けであることから回収不能の問題はないことか

ら、確実かつ安定的な運用に努めており有効な運営である。 

（２）再保険先において確実かつ安定的な運用が行われるよう図ることは、簡易生命保険に係る債務の確実な履行を確保することにつながり、

国民である簡易生命保険契約者の財産の保全に資するものであることから、有効な施策であると認められる。 

 

30

第２－１

10/43



独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

２ 提供するサービスの質の確保 

当該業務に係る事業経費 １０８，０１８千円 当該業務に従事する職員数 １０名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D） 
A 

■ 評価結果の説明 

 郵便貯金管理業務については、委託・再委託した郵便貯金管理業務について、民営化以前に比べ業務の質を維持・向上させるとともに、委託先が行う銀行業務並

びに再委託先が行う銀行業の代理業務の維持・管理業務と同等以上の質を確保する施策では、郵便貯金・簡易生命保険管理機構は委託先に対する監督方針を策定し、

重点確認項目及び項目ごとのスケジュールを設定し確認を行い、実地監査計画を定め委託先の本支店又は出張所における委託業務の実施状況を監査している。その

結果を重点確認項目について具体的な数値をみると、現金過不足事故は前年度（民営化後半年分を2倍にして基準とする）に比べ大幅に減少、委託・再委託先の役

職員による犯罪の防止はわずかに減少、苦情申告は大幅に減少したが、誤送付・誤廃棄・誤配達等の顧客情報の漏えいはわずかながら増加しており、これらの再発

防止策の徹底が求められる。中期計画に掲げる取扱いが標準処理期間内に処理されたかについては達成状況を毎月把握・分析するとともに実地監査を行っており、

９割以上が標準処理期間内で処理されていることが確認されている。 

 簡易生命保険管理業務については、「公社が行っていた簡易生命保険業務と比した業務の質の維持・向上」、「委託先・再委託先が行う生命保険業務と同等以上の

質の確保」の目標に対し、委託先・再委託先への監督体制を構築し、報告徴求、確認、指導を行うとともに、重点確認事項の実施状況について委託先・再委託先へ

の実地監査により直接確認を実施している。また、機構自らも問題事案の分析を行い、問題再発防止のための業務改善指導を行っている。保険金等の支払い業務に

ついて、標準処理期間内での処理割合9割以上を求め、実際に標準処理期間内で9割以上が処理されている。以上より、中期計画目標項目「提供するサービスの質の

確保」について、「目標を十分達成」したと評価した。 

「必要性」 

 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関し、業務の質の向上の目標を設定してその達成状況を確認することは、国民や社会のニーズに照らして妥当性を

有している。行政関与の在り方からみてもこのような政策を行政が担う必要はあると認められる。また、保険契約者にとって、契約により提供されるサービスの質

の確保は必要不可欠である。簡易生命保険の管理について、サービスの質の確保のため、委託先・再委託先に対する監督方針・計画を策定し、監督方針・計画に則

り確認・監査を行う本業務の必要性は高い。 

「効率性」 

 管理機構が委託先・再委託先のモニタリング計画を策定し、提供されるサービスの質を確保することを効率的に行っていると判断できる。また、少人数での業務

実施手法として、委託先・再委託先への監督を通じた質の確保・向上が図られている。監督方針、重点確認項目を設定し、内容に応じた業務報告体制が構築され、

効率的に監督が行われている。また、委託業務が適正に遂行されているか委託先・再委託先の実地監査を行っており、実地監査において改善すべき事項が生じてい
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る場合には当該監査先だけでなく全局所への指導を指示するなど、効率的に業務が実施されている。 

「有効性」 

 民営化以前に公社が行っていた郵便貯金業務と比較し業務の質の維持・向上に努め、また、委託先が行う銀行業務並びに再委託先が行う銀行業の代理業務の維持・

管理業務と同等以上の質が確保されたと認められ、機構の取り組みは有効に機能しているといえる。さらに、簡易保険管理業務の業務処理期間目標として設定した

標準処理期間内での処理割合9割以上を達成している。一定基準を定めた重大事案については、委託先に随時の報告を求め、その後の対応等の継続的な確認を行っ

ている。重大事案以外にも問題事案については、委託先・再委託先に再発防止策の検討を求めるとともに、機構自らが問題発生状況の分析を行い、業務システムの

改善を指導している。以上のように、委託先・再委託先への監督体制により、有効に業務の質の維持・向上が図られている。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

３ 業務の実施状況の継続的な分析  

■ 中期計画の記載事項 

利用者の意見を把握するとともに、業務の見直し等に資する調査研究等を行うことにより、業務の実施状況を継続的に分析し公社業務と比較して、郵便

貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務の質の維持・向上に努めることとする。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 郵便貯金の預金者の郵便貯金の利用及び

簡易生命保険の契約者等の簡易生命保険の

利用に関するご意見等を把握し、郵便貯金管

理業務及び簡易生命保険管理業務の監督業

務等に反映させるための調査研究等を行い、

郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業

務の質の維持・向上に努めることとする。 

１ 平成２０年４月に、インターネットを利用した「郵便貯金・簡易保険の利

用に関する意向調査」（平成２０年４月４日～４月７日調査実施、有効回収数

４，１２２人／６，０００人（回収率６８．７％））を実施し、民営化から半

年が経過した時点における制度変更に関する認知、サービスの変化に関する

認識、早期受取りに関する新聞広告の認知等について調査し、平成１９年１

２月調査と比較して、郵便局窓口及び渉外社員のサービス提供の変化につい

てはほぼ同様の結果であるが、定期性の郵便貯金や簡易生命保険の機構への

引継ぎの認知、機構の名称の認知については１割程度低くなっていることな

どの結果を得た。 

（注）調査回答者の内訳 

郵便貯金利用者    3,744人（男性 44.4％、女性 55.6％） 

簡易生命保険利用者  2,090人（男性 49.3％、女性 50.7％） 

郵貯・簡保両方利用者 1,712人（男性 48.5％、女性 51.5％） 

 

２ また、民営化から１年近く経過した平成２０年８月から９月にかけて、訪

問留置方法による同様の利用意向調査（平成２０年８月１日～９月６日調査

実施、訪問回収数４，４００人）及びグループインタビュー調査（平成２０

年９月５日～９月１３日調査実施、インタビュー者数８４人（男女各６グル

ープ））を実施し、民営化に伴う制度変更等については年齢が高いほど認知率

が高まる傾向にあること、郵便貯金の権利消滅や通帳紛失時の払戻し手続き
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についての認知や、簡易生命保険の指定代理請求制度の取扱い開始の認知に

ついては低いことなどの結果を得るとともに、民営化後の窓口サービスの変

化等についての具体的な意見等を把握した。 

（注）調査回答者の内訳 

郵便貯金利用者   2,400人（男性 41.8％、女性 58.2％） 

簡易生命保険利用者 2,000人（男性 46.3％、女性 53.7％） 

 

３ なお、これらの調査結果については、総務省、委託先であるゆうちょ銀行、

かんぽ生命保険、再委託先である郵便局会社に提供するとともに、機構の周

知広報施策の展開や、サービス品質等に対する利用者の意向・評価等も参考

に実地監査を行うなど委託先の監督業務に活用し、業務の質の維持・向上に

努めた。 

 

当該業務に係る事業経費 ４３，３９３千円 当該業務に従事する職員数 １０名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D) 
Ａ（AA～Dの５段階評価を記入） 

■ 評価結果の説明 

２回目の利用意向調査の実施は、業務の実施状況を継続的に分析するものとして評価できる。また、今回では調査項目を適宜追加するなど、より業務実施

についてのきめ細かい調査が行われていることも評価に価する点である。また、調査結果を総務省および委託先、再委託先に提供するとともに、周知広報

活動の展開や実地監査を行うなど、調査結果を業務の質の維持・向上に役立てたことも評価できる。今後とも、委託先、再委託先が調査結果をどのように

業務改善に反映したかを把握するなど、調査分析の成果を検証し、より肌理の細かい調査分析実施に役立てる努力を継続してほしい。 

「必要性」：提供サービスおよび業務の質の向上に関する目標を達成するために、預金者の郵便貯金の利用者および簡易生命保険等の契約者の意見等を把

握し、業務等に反映させる調査研究である利用意向調査は必要かつ有効である。 

「効率性」：インターネットを利用する利用意向調査は、コスト・時間・労力等の節減に寄与する効率的な方法であり、回収率が高いことも評価できる。 

「有効性」：預金者の郵便貯金の利用者および簡易生命保険等の契約者の意見等を把握し、業務等に反映させるための調査研究として、利用意向調査は必

要かつ有効と認められる。訪問留置方法やグループインタビューによる調査を行っていることは、インターネット調査の不十分な点を補うこ

とができ、有効である。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

４ 照会等に対する迅速かつ的確な対応 

■ 中期計画の記載事項 

機構が直接受け付ける照会等に対しては、応対の基本、対応例等を定めた応答マニュアルを作成し、対応することとする。 

委託先及び再委託先が受け付ける照会等に対しては、迅速かつ的確に対応することを求め、その対応状況について、必要に応じ、上記２（１）①及び②

による確認等を行うとともに、改善を求める等の措置を講ずることとする。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 機構が直接受け付ける郵便貯金の預金者

及び簡易生命保険の契約者等からの照会等

に対しては、応対の基本、対応例等を定めた

応答マニュアルのほか、実際の応対事例を分

類整理した応対事例集の更新、拡充を行い、

これに基づき対応することにより、照会等に

対し、迅速かつ的確に対応することとする。 

 

郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等からの照会等に対応するた

め、電話応対の基本等を盛り込んだお客様応答マニュアルの活用と併せ、郵便

貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務における実際の応対事例を分類した

「お客様応対事例集」を更新・拡充し、お客様からのご意見・照会等の際に活

用し、迅速かつ的確に対応した。 

 

 委託先及び再委託先が郵便貯金の預金者

及び簡易生命保険の契約者等から受け付け

る照会等に対しては、迅速かつ的確に対応す

ることを求め、その対応状況について、必要

に応じ、上記２（１）③による確認等を行う

とともに、改善計画の策定及びその履行を求

める等の措置を講ずることとする。 

郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務においては、中期計画において

実施すべき事項を具体的に盛り込んだ年度計画を定めるとともに、委託先及び

再委託先に対する監督項目等を規定した監督方針を定め、下記のとおり確認・

指導等を行うことにより、委託先及び再委託先が郵便貯金の預金者及び簡易生

命保険の契約者等から受け付ける照会等に対して、迅速かつ的確に対応するこ

とを求めた。 

 

  （郵便貯金管理業務） 

① 随時の確認 

お客さまから直接機構に寄せられた苦情・申告等については、委託先又

は再委託先が対応することとしている。 
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また、お客さまから委託先に寄せられた苦情・申告等については、重大

な苦情・申告等については直ちに、その他の苦情・申告等については毎月、

機構に報告されることとしている。 

これらの苦情・申告等については、お客さま対応に遺漏がないよう、必

要の都度、委託先及び委託先を通じて再委託先を指導するとともに、委託

先から対応状況の報告を受け、進捗管理等を行った。 

② 定期的な確認 

お客さまから委託先及び再委託先に寄せられた苦情・申告等については、

毎月、発生態様や改善策について確認するとともに、発生状況の推移等に

ついて分析等を行った。 

平成２０年５月及び１１月に委託先から、苦情・申告の管理態勢につい

て報告を受け、委託先の苦情申告等管理態勢の整備状況及び改善に向けて

の取組施策等について確認を行った。 

平成２０年９月に委託先に対し、その他の苦情の中に、重大な苦情の定

義に含まれるものが多数存在することが判明したため、本件事案の発生の

経緯及び背景について報告を求め、再発防止について指導を行った。 

③ 実地監査 

平成２０年７月から平成２１年３月まで、ゆうちょ銀行本社、貯金事務

センター（２所）、サービスセンター（３所）及び営業店（１０所）並びに

郵便局会社本社及び郵便局（１３所）に対し実地監査を実施し、苦情申告

管理態勢及び業務取扱状況等について監査を行い、同年１１月及び平成２

１年３月、不適正な取扱い等について委託先及び委託先を通じて再委託先

に対し指摘を行うとともに、それぞれ平成２０年１２月及び平成２１年５

月、委託先からその改善策等について報告を求め確認を行った。 

 ④ 事案の内容及び再発防止策等 

苦情申告等に関する具体的な事例としては、「払戻しをした記憶がない。」

との事案、「正当権利者の確認が厳しすぎる。」との事案等がある。 

   再発防止策としては、正当権利者の確認が不適正であった場合における

正当権利者の確認手続・マニュアルに定める手順の遵守等の基本動作の徹
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底、正当権利者の確認手続の一部緩和等の取組みを実施している。 

  （注）平成２０年５月から、全額に近い同一名義への預け替え、代理人が

熟知先である等の場合には、証明資料、委任状等の提示は不要とする等、

誤払いとなる可能性が極めて低い取扱いについて、正当権利者の確認手

続の一部を緩和した。 

 

  （簡易生命保険管理業務） 

① 随時の確認 

お客さまから直接機構に寄せられた苦情・申告等については、委託先又

は再委託先が対応することとしているが、お客さま対応に遺漏がないよう、

必要の都度、委託先及び委託先を通じて再委託先を指導するとともに、委

託先から対応状況の報告を受け、進捗管理等を行った。 

② 定期的な確認 

お客さまから委託先及び再委託先に寄せられた苦情・申告等については、

毎月、委託先から発生状況の報告を受け、発生の態様や改善策について確

認するとともに、発生状況の推移等について分析等を行った。 

また、重大な苦情については内容を確認し、苦情内容及び対応状況を確

認した。 

平成２０年５月及び１１月に委託先から、苦情・申告の管理態勢につい

て報告を受け、委託先及び再委託先の苦情申告等対応態勢の整備状況及び

改善に向けての取組施策等について確認を行った。 

 ③ 実地監査 

平成２０年１１月から平成２１年３月まで、かんぽ生命保険本社、サー

ビスセンター（３所）、支店（３所）及び郵便局会社本社、支社（３所）、

郵便局（６所）に対し実地監査を実施し、顧客サポート等管理態勢及び業

務取扱状況等について監査を行い、本年３月、不適正な取扱い等について

委託先及び委託先を通じて再委託先に指摘を行うとともに、本年５月、そ

の改善策等について報告を受け確認を行った。 

 ④ 事案の内容及び再発防止策等 
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   苦情申告等に関する具体的な事例としては、保険金等の請求手続が複雑

で分かりにくいとの事案等がある。 

 再発防止策としては、保険金の支払請求に必要な手続・書類等を記載し

た、冊子「保険金等のご請求について」の配備・交付及び性別確認を目的

とした証明書類の提出は原則求めない等の取組を実施している。 

なお、機構においては、お客さまの声のうち苦情については、簡易生命

保険管理業務の透明性の確保の観点から、四半期ごとの苦情情報を開示し

ている。 

 

当該業務に係る事業経費 ― 千円 当該業務に従事する職員数 ２０名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D) 
Ｂ 

■ 評価結果の説明 

１．機構が直接受け付ける郵便貯金の預金者及び簡易生命保険の契約者等からの照会等に関し、お客様応答マニュアルの活用ならびにお客様応対事例集の

更新・拡充を実施したことは、お客さまへの迅速・的確な対応へ向け必要な取組みである。 

２．また、委託先及び再委託先に対しては、適切に確認・指導等を行うことにより、お客さまから受け付ける照会等に対して、迅速かつ的確に対応するこ

とを求めていることも同様に必要な取組みである。 

３．その上で、苦情・申告等を契機にした一定の業務改善や再発防止策の取組みも実施しているものの、機構の取組みの結果、お客さまへの対応が従来と

比較し、どのように迅速かつ的確になるように改善されたのかということが、一層明確になるように取組むことが望まれる。 

 

以上から、「目標を概ね達成」したと認められる。 

 

「必要性」 

お客様応答マニュアルの活用とお客様応対事例集の更新・拡充、随時・定期の確認、実地監査の実施は、お客さまからの照会等への迅速・的確な対応へ

向け必要な取組みである。 

 

「効率性」 

お客様応答マニュアルやお客様応対事例集の活用により、お客さまから受け付ける照会等に対して効率よく、迅速・的確に対応することが可能となる。

また、苦情・申告等を契機にした業務改善や再発防止策に取組むことは、業務の質の向上にとっても効率的であるが、効率性を判断する前提として、苦情・
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申告等の数や内容を公開し、それに対して、機構・委託先等がどのように対応したのか、明確にする取組みを充実すべきである。 

 

「有効性」 

お客様応答マニュアルの活用とお客様応対事例集の更新・拡充、随時・定期の確認、実地監査の実施は、お客さまからの照会等への迅速・適正な対応へ

向け必要であるが、その有効性を確保するためには、お客様応答マニュアルとお客様応対事例集については、苦情・申告内容と件数の増減傾向を分析して、

適宜、適切に更新・拡充することが必要であるし、また、苦情・申告等の内容や傾向を分析して業務改善や再発防止策の実務に反映し、その成果を確認と

実地監査を通じて委託先等へ徹底する取組みを継続することが必要である。 さらに、機構の取組みの結果、お客さまへの対応が従来と比較し、どのように

迅速かつ的確になるように改善されたのかということが、一層明確になるように今後も引き続き取組むことが望まれる。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

５ 情報の公表等 

■ 中期計画の記載事項 

（１） 機構が承継した郵便貯金及び簡易生命保険の適正かつ確実な管理及びこれらに係る債務の確実な履行について、その透明性を高め、利用者の理解

を深めるため、公社が公表していた情報の範囲を基本とし、機構の組織、業務、商品の概要、資産運用及び財務に関する情報等並びにコンプライア

ンスの推進その他の機構の取組内容等に関する情報を毎事業年度公表することとする。公表にあたっては、直近の財務諸表について独立行政法人通

則法第 38条に基づき総務大臣の承認を受けた日から２月以内に公表することとする。 

（２） （１）の情報その他の情報の提供にあたっては、ホームページを積極的に活用することとする。ホームページは、利用者に分かりやすくするよう

努めるとともに、その充実を図るため、年１回以上ホームページの掲載内容について検証を行うこととする。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 （１） 旧公社が公表していた情報の範囲を

基本とし、機構の組織、業務、商品の概

要、資産運用及び財務に関する情報等並

びにコンプライアンスの推進その他の

機構の取組内容等に関する冊子を調製

し機構に備え付けるほか、その内容を公

表する等、機構が承継した郵便貯金及び

簡易生命保険の適正かつ確実な管理及

びこれらに係る債務の確実な履行につ

いて、その透明性を高め、機構の役割、

組織、業務、活動状況等に対する利用者

の理解を深めるため新聞広告等も活用

して情報の提供に努める。 

 

機構の概要、組織、業務及び財務に関する情報並びにコンプライアンスの推

進その他の機構の取組に関するディスクロージャー誌を作成し、機構の情報公

開室に備え付けた。 

また、上記のディスクロージャー誌に加え、機構のホームページにおいて郵

便貯金・簡易生命保険に係る沿革、商品の概要、約款、委託先業務実施営業所、

郵便貯金利率、貸付利率、郵便貯金残高、簡易生命保険契約等の統計データ等

の情報及び独立行政法人通則法等関係法令で公開が義務付けられている情報を

掲載し、機構の行う業務の状況等について透明性を高めた。 

 

更に、受取未済の郵便貯金・簡易生命保険の早期受取りを勧奨するため、以

下のとおり新聞等各種媒体を用いて広報を行うことにより、機構の役割等につ

いての利用者等への理解の促進にも努めた。 

なお、掲載紙については、限られた予算の中で地方も含め効果的に行うため、

全国紙は１紙とし、地方での購読者の多い地方紙を用いた。 

⑴ 上期（平成２０年８月） 

① 全国紙１紙及び地方紙（地方ブロック紙を含む。）３８紙各朝刊並びに
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雑誌（月刊誌等４誌、週刊誌２誌、機内誌３誌）に広告掲載 

② ラジオＣＭ（ＪＲＮ系、ＮＲＮ系 ２０秒ＣＭ等）を放送 

⑵ 下期（平成２１年３月） 

① 全国紙１紙及び地方紙（地方ブロック紙を含む。）４０紙各朝刊に広告

掲載 

② 生活情報誌に記事広告掲載 

③ 郵便局にポスター（７５２局）及びチラシ（９９８局）を掲出 

なお、下期広報については、上期広報に係る接触状況、理解状況等の調査を

実施し、当該調査結果を踏まえた企画競争を通じて、効果的な広報媒体等を選

定しつつ、上期広報の契約金額（８８，５７１千円）から１７，０００千円超

減額した契約金額（７０，７４６千円、上期契約金額から２０．１％減額）と

し、効率的な周知広報を実施した。 

また、平成１９年度（平成１９年１０月から平成２０年３月までの半年間）

広報の契約金額の総額９６，１９８千円を通年ベースとして２倍に換算した 

１９２，３９６千円と比較し、平成２０年度広報の契約金額の総額１５９，３

１７千円であり、３３，０７９千円の減額（対前年度比１７．２％減）となっ

た。 

 

 （２） 機構の情報の提供にあたっては、ホ

ームページを積極的に活用することと

する。また、専門家の知見も活用して、

ユーザビリティ、アクセシビリティのチ

ェック等を行ったうえで、必要な改善を

行うことにより、利用者に分かりやすく

するよう努めるとともに、その充実を図

ることとする。 

 

機構から公表する事項については、極力遅滞なく機構のホームページに掲載

するなど、ホームページを積極的に活用した。 

また、機構のホームページについては、機構のホームページを閲覧するお客

さま等の視点に立ち、専門家の意見を徴するとともに、部内において随時掲載

内容の検証を行った結果、時宜を得た有益な情報を分かりやすく伝えるために

新たにお客さまへのお知らせに関するページを作成したほか、機構への問い合

わせ窓口の案内や所在地等の情報を分かりやすく記載する等、利用者の利便性

の向上や内容の充実に努めた。 

 

当該業務に係る事業経費 １６０，３９０千円 当該業務に従事する職員数 １８名 

■ 当該項目の評価 （AA～Dの５段階評価を記入） 
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A 

■ 評価結果の説明 

機構の概要、組織、コンプライアンスの推進、その他機構の取組に関するディスクロージャー誌の作成、またホームページにおいて機構のさまざまな情報

を掲載するなど、業務の状況等の透明性を高めたことは評価できる。 

 

「必要性」 

機構に対する利用者の理解を深め、信頼性を確保するには透明性を確保すること。情報の公開は必要不可欠である。 

 

「効率性」 

ホームページによる情報提供は、随時新しい情報に更新することができ、インターネットにアクセスできる環境にある人にとっては効率的である。 

さらに利用者の理解を深めるため、購読者の多い地方新聞、雑誌、ラジオCM、ポスター、チラシなどさまざまな媒体を活用し、効率的な広報を実施してい

る。 

 

「有効性」 

ホームページを積極的に活用し、利用者に分かりやすい内容の広報の充実は、信頼感を高めるために有用である。 

機構の取組に関するディスクロージャー誌を機構の情報公開室に備え付けるだけでなく、ディスクロージャー誌概要版の配布も検討すべき課題である。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 

６ 預金者等への周知 

■ 中期計画の記載事項 

郵便貯金管理業務について、預入期間を経過した郵便貯金の残存状況を毎月把握し、郵便貯金の預金者に対しその状況を年１回以上周知することにより、

郵便貯金に係る債務の履行の確保・促進を図る。 

簡易生命保険管理業務について、支払義務が発生した保険金等の残存状況を毎月把握し、簡易生命保険の契約者等にその状況を年１回以上周知すること

により、簡易生命保険に係る債務の履行の確保・促進を図る。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 郵便貯金管理業務について、預入期間を経

過した郵便貯金の残存状況を毎月把握し、郵

便貯金の預金者に対しその状況をホームペ

ージにより公表するとともに、預入期間を経

過した郵便貯金の有無の確認及びその早期

払戻しを呼びかける新聞広告等を行うこと

により、郵便貯金に係る債務の履行の確保・

促進を図る。 

簡易生命保険管理業務について、支払義務

が発生した保険金等の残存状況を毎月把握

し、簡易生命保険の契約者等に対しその状況

をホームページにより公表するとともに、受

取未済の保険金等の有無の確認及びその早

期受取りを呼びかける新聞広告等を行うこ

とにより、簡易生命保険に係る債務の履行の

確保・促進を図る。 

（郵便貯金管理業務） 

郵便貯金管理業務においては、預入・据置期間が経過する郵便貯金の預金者

に対し、預入・据置期間が経過する日の２か月前に「満期のご案内」を、その

後も払戻しのご請求等がなく、さらに１０年を経過した郵便貯金（以下「睡眠

貯金」という。）となることが想定される郵便貯金の預金者に対し、睡眠貯金と

なる日の２か月前に「満期日経過のご案内」を送付し、早期払戻しをご案内し

た。 

また、機構が発行する郵便貯金払戻証書についても、権利消滅となる前に「払

戻しをお勧めする通知」を預金者に送付し、早期払戻しをご案内することとし

た。 

預入・据置期間経過後の郵便貯金の残存状況について、平成２０年２月から

前月末の残高を把握した。平成２０年２月から毎月、機構のホームページによ

り公表した。 

この残高に併せて、満期を経過した郵便貯金の早期受取りに関するお知らせ

も公表した。 

 なお、睡眠貯金及び権利消滅金の状況は下表のとおりである。 

睡眠貯金が増加しているのは、２０年前に預入された定額郵便貯金の残存額

が新たに積み上がったためである。このため、睡眠貯金はこれまでも毎年増加
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しているところであるが、２０年前の定額郵便貯金の新規預入額に対する睡眠

貯金新規受入額の割合は、平成１９年度が０．２４５％であったのに対し、平

成２０年度は０．２１９％と減少している。 

 

（単位：億円） 

区分 平成１９年度 平成２０年度 

睡眠貯金残高 １，９６９ ２，０１４ 

権利消滅額 １５ ２９ 

     注 平成１９年度の権利消滅額は半期分。 

 

  （簡易生命保険管理業務） 

簡易生命保険管理業務においては、通常払等により請求があり、新たに支払

義務が発生した保険金等について、契約者等に支払通知書を発行し保険金の支

払通知を行っているが、支払通知書発行後、３か月、６か月又は１年を経過し

ても保険金等の受取がない契約の残存状況について、毎月、把握し、平成２０

年３月から契約者等に対しその残存状況及び早期受取のお知らせを機構のホー

ムページにより公表した。 

 

  （新聞広告等の実施状況） 

受取未済の郵便貯金、簡易生命保険の早期受取り等を勧奨するため、次の各

種媒体に広告等を掲載した。 

なお、掲載紙については、限られた予算の中で地方も含め効果的に行うため、

全国紙は１紙とし、地方での購読者の多い地方紙を用いた。 

⑴ 上期（平成２０年８月） 

① 全国紙１紙及び地方紙（地方ブロック紙を含む。）３８紙各朝刊並びに

雑誌（月刊誌等４誌、週刊誌２誌、機内誌３誌）に広告掲載 

② ラジオＣＭ（ＪＲＮ系、ＮＲＮ系 ２０秒ＣＭ等）を放送 

⑵ 下期（平成２１年３月） 

① 全国紙１紙及び地方紙（地方ブロック紙を含む。）４０紙各朝刊に広告
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掲載 

② 生活情報誌に記事広告掲載 

③ 郵便局にポスター（７５２局）及びチラシ（９９８局）を掲出 

なお、下期広報については、上期広報に係る接触状況、理解状況等の調査を

実施し、当該調査結果を踏まえた企画競争を通じて、効果的な広報媒体等を選

定しつつ、上期広報の契約金額（８８，５７１千円）から１７，０００千円超

減額した契約金額（７０，７４６千円、上期契約金額から２０．１％減額）と

し、効率的な周知広報を実施した。 

また、平成１９年度（平成１９年１０月から平成２０年３月までの半年間）

広報の契約金額の総額９６，１９８千円を通年ベースとして２倍に換算した 

１９２，３９６千円と比較し、平成２０年度広報の契約金額の総額１５９，３

１７千円であり、３３，０７９千円の減額（対前年度比１７．２％減）となっ

た。 

 

当該業務に係る事業経費 １６５，５９６千円 当該業務に従事する職員数 １６名 

■ 当該項目の評価 

 
B 

■ 評価結果の説明 

「必要性」 

郵便貯金について、預入期間を経過した郵便貯金の預金者に周知すること、また簡易生命保険について、支払い義務が発生した保険金等を契約者等に周知

することは、必要不可欠である。 

 

「効率性」 

預入・据置期間が経過する郵便貯金の預金者に対し、権利消滅する前に案内を送付、ホームページでの公表、新聞広告をはじめとするさまざまな媒体での

広報活動を行ない効率的な早期払い戻しを呼びかけている。簡易生命保険においても、新たに支払い義務が発生した保険金等について支払い通知書を発行、

ホームページでの公表、新聞広告を行なうなど積極的に効率的な広報活動を行なっている。 

 

「有効性」 

受取に来ない郵便貯金、簡易生命保険の早期受取のため、新聞、雑誌、ラジオCM、ポスター、チラシ等、効果的な媒体を通じて広報活動を行なっている。
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しかし、睡眠貯金及び権利消滅金が依然として高い水準にあることを見ると、更なる広報活動の強化が重要となる。預金者や契約者等に案内を送付する時

期の変更等、一層効果的な広報手法が期待される。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第３ 財務内容の改善に関する事項 

 

■ 中期計画の記載事項 

１ 予算 

別表１のとおり 

２ 収支計画 

別表２のとおり 

３ 資金計画 

別表３のとおり 

４ 短期借入金の限度額 

短期借入金をする計画はない。 

５ 重要な財産の処分等に関する計画 

重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画はない。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 １ 予算 

別表１のとおり 

２ 収支計画 

別表２のとおり 

３ 資金計画 

別表３のとおり 

１ 予算、収支計画及び資金計画について 

財務諸表等のとおり。 

 

２ 利益剰余金について 

⑴ 利益剰余金について、機構における利益剰余金が生じる構成及び平成 

２０年度の利益剰余金等の額は以下のとおりである。 

① 郵便貯金の権利消滅金は旧郵便貯金法第２９条に基づき、満期後２０

年を経過してもなお払戻しの請求等がなく、機構がお客さまに「権利消

滅のご案内」（催告書）を発送後２か月を経過しても払戻しの請求等がな

い場合、預金者の権利が消滅し、毎年、権利消滅金が発生し、蓄積され

る構造となっている。 

② 簡易生命保険の保険金等の時効完成益は、機構が発足時に承継した支
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払備金（既に承継時に保険金等の支払事由が発生し、未だその支払がな

されていない保険金等の額を計上）の一部を、旧簡易生命保険法第８７

条に基づき同年度に時効が完成したことにより、決算時に戻入したもの

である。機構は、旧日本郵政公社と同様に、時効完成後であっても、保

険金受取人等の請求があれば、応じることとしており、利益剰余金は、

支払備金と勘定科目は異なるものの、その支払に備えるものとなってい

る。 

 

【利益剰余金（平成２０年度決算）】 

３６０億３，５８８万円 内郵便貯金勘定   ３５億９，１６３万円 

            内簡易生命保険勘定３２４億４，４２５万円 

【権利消滅金・時効完成益（平成２０年度決算）】 

権利消滅金（郵便貯金勘定）         ２９億９，２５６万円 

時効完成益（簡易生命保険勘定）      ２４１億４，４１４万円 

⑵ こうした利益剰余金の発生原因に鑑み、平成１９年度に引き続き、機構

では以下の対応を実施した。 

① 預金者、契約者等に対する通知 

ア 郵便貯金の預金者に対する通知（満期時、満期後１０年が経過する

時、満期後２０年が経過した時）を送付 

イ 簡易生命保険の契約者等に対する通知（支払通知書発行後、３か月、

６か月及び１年経過後）を送付 

    また、日本郵政公社期間中に支払事由が発生し、未請求のものにつ

いて、再度勧奨を行う取組みを実施中 

② 郵便貯金、簡易生命保険の早期受取を勧奨する周知・広報 

ア 満期経過後の郵便貯金の残高状況、支払通知書発行後も受取りがな

い簡易生命保険契約の残存状況をホームページにより公表 

イ 満期経過の郵便貯金、受取未済の簡易生命保険の保険金等の早期受

取等を勧奨するため、新聞広告等を利用した周知・広報を実施 

⑶ また、利益剰余金の管理は、法律に基づき以下のとおり適切な管理を実
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施した。 

① 独立行政法人通則法第４４条第１項の規定に基づき、積立金として処

理。 

② このうち、郵便貯金の権利消滅によるものについては、独立行政法人

郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第２８条第１項の規定に基づき、国

債に運用。 

③ また、簡易生命保険の保険金等の時効完成益によるものについては、

同法第２９条の規定に基づき、かんぽ生命保険との簡易生命保険管理業

務の委託契約により同社へ預託。 

 

当該業務に係る事業経費 ３１，５５６千円 当該業務に従事する職員数 １３名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D) 
A 

■ 評価結果の説明 

 

「必要性」利益剰余金の発生原因は分析され、主な要因たる権利消滅金・時効完成益については、適切な管理を行っている。 

 

 

「効率性」旧勘案の管理業務を引き続き効率的に行っており、上記の時効等の発生も低減させるべき施策を行っている。 

 

「有効性」継承されている債権・債務を民営化会社との間で適切な委託契約において管理し、上記時効等から生ずる資金についても国債またはかんぽ生命

への預託により管理、有効な財務管理を行っている。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第４ その他業務運営に関する重要事項 

２ 適切な労働環境の確保 

■ 中期計画の記載事項 

（１） 人事に関する計画 

① 方針 

ⅰ 業務運営を効率的かつ効果的に実施するため、組織編成及び人員配置を実情に即して見直す。 

ⅱ 職員の努力及びその成果を適正に評価する人事評価制度を実施する。 

② 人員に係る指標 

期末の常勤職員数については、40人（期初の常勤職員数）以内とする。 

（２） 労務課題 

セクシャルハラスメントの防止、メンタルヘルス等について管理体制を確立するなど、職場環境を整備する。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１） 人事に関する計画 

  ① 方針 

 

ⅰ 業務運営を効率的かつ効果的に実施す

るため、組織編成及び人員配置を実情に即

して見直す。 

 

超過勤務時間の実態や業務委託先等の管理業務の強化等のため、総務部総務

課の職員１名を保険部業務課に配置換えした。 

また、昨年度に引き続き、差押関係事務等の想定外の業務への対応のため、

派遣職員を活用し、柔軟かつ機動的な人員配置を行った。 

（第１－１関連事項） 

 

 ⅱ 職員の努力及びその成果を適正に評価

する人事評価を実施する。 

人事評価にあたっては、個人目標の設定、同目標の達成度及び目標達成への

努力等を適正に評価するため、評価者との対話を実施し、評価を策定した。ま

た、評価結果の公平性を保つため、段階的に調整者が内容を確認し、最終的に

実施権者である理事長が最終評価結果を決定した。 

更に、この評価結果を昇給や賞与へ反映することによって職員のモチベーシ

ョンの向上に努めた。 
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② 人員に係る指標 年度末の常勤職員数については、40人（期

初の常勤職員数）以内とする。 

 

超過勤務時間の実態や委託先の管理業務の強化等のため、総務部総務課の職

員１名を保険部業務課に配置換を行うとともに、差押関係業務等の想定外の業

務への対応等を図るため、適時、派遣職員の活用を図る等、柔軟かつ機動的な

人員配置を行うことによって、常勤職員数を４０人以内とした。 

（第１－１関連事項） 

 

（２） 労務課題 セクシャルハラスメントの防止、メンタル

ヘルス等について関係規程の整備、マニュア

ルの配布、産業医や相談員の活用等管理体制

を整備する。 

平成１９年度に引き続き、機構に相談員を設置するとともに、機構外の中立

的第三者に直接相談等できるよう公益通報窓口を活用できる体制を設けた。 

また、法令等遵守の観点から、部外講師を招き、全職員等にセクシュアルハ

ラスメントやパワーハラスメントの諸問題の実例や判例を踏まえた研修会を開

催し、ハラスメントやメンタルヘルスに対する知識や意識の向上を図った。 

 

当該業務に係る事業経費 １，７５０千円 当該業務に従事する職員数 ９名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D) 
（AA～Dの５段階評価を記入）（１）Ａ  （２）Ａ 

■ 評価結果の説明 

（１）業務の実態に即して人員配置の見直しを行っている。また、人事評価規程に基づき個人目標の設定、同目標の達成度及び目標達成への努力等を適正

に評価するため、評価者との対話を通じて評価を策定している。常勤職員数も４０人以内となっており、「目標を十分に達成」したと認められる。 

（２）「セクシャルハラスメントの防止、メンタルヘルス等について関係規程の整備、マニュアルの配布、産業医や相談員の活用等管理体制を整備する。」

との目標に対して、前年度に引き続き機構に相談員を設置するとともに、機構外の中立的第三者に直接相談等できるよう公益通報窓口を活用できる体制を

設けた。また、法令等遵守の観点から、部外講師を招き、全職員等にセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの諸問題の実例や判例を踏まえた研

修会を開催していることから、「目標を十分に達成」したと認められる。 

「必要性」 

業務の円滑な運営のために、人員配置の見直しや適正な人事評価の実施、労務問題への対応のための体制の整備を行い、適切な労働環境を確保することが

必要である。 

「効率性」 

人員配置の見直しや適正な人事評価の実施、労務問題への対応のための体制の整備を行い、適切な労働環境を確保することは、効率的な業務運営につなが

る。 

「有効性」 
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人員配置の見直しや適正な人事評価の実施、労務問題への対応のための体制の整備を行うことは、適切な労働環境を確保し、円滑な業務を運営するために

有効な施策である。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第４ その他業務運営に関する重要事項 

３ 機構が保有する個人情報の保護 

■ 中期計画の記載事項 

（１） 機構における個人情報の保護 

保有する個人情報の保護に関する規程を設け、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理に努めることとする。 

（２） 委託先における個人情報の保護 

委託先においても個人情報の適切な管理が図られるよう、それぞれの業務の委託契約において個人情報の保護に関する事項を定め、必要に応じ上

記第２の２（１）①及び②の確認等を行うとともに、改善を求める等の措置を講ずることとする。 

（３） 再委託先における個人情報の保護 

再委託先においても個人情報の適切な管理が図られるよう、それぞれの業務の再委託契約において個人情報の保護に関する事項を定めることを義

務付けるとともに、必要に応じ、委託先を通じての上記第２の２（１）①及び②に準じる確認等を行うとともに、改善を求める等の措置を講ずるよ

う再委託先に求めることとする。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１） 機構における個人

情報の保護 

保有する個人情報の保護に関する規程を

設けるとともに、四半期に１回当該規程の遵

守状況をチェックすることにより、保有個人

情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個

人情報の適切な管理に努めることとする。 

 

個人情報保護管理規程に基づき、法令等遵守に係る研修等を通じて、個人情

報に係る業務情報の適正な保管管理について、全職員等に対して徹底を図った。 

また、個人情報を保有する各課においては、個人情報保護の徹底を図るため、

個人情報の管理・利用方法等について勉強会を開催し、個人情報の管理の徹底

を図った。 

四半期末ごとを目途に、個人情報保護管理についてチェックシートを用いて、

保護管理者である各部部長が各部の遵守状況を点検し、適切に管理しているこ

とを確認し、同点検結果を総括保護管理者である理事に報告し、理事から理事

長及び監事に報告している（平成２０年６月、１０月、平成２１年１月及び３

月に実施。）。 

 

（２） 委託先における個

人情報の保護 

委託先においても個人情報の適切な管理

が図られるよう、それぞれの業務の委託契約

（郵便貯金管理業務） 

郵便貯金管理業務においては、郵便貯金管理業務委託契約において、委託先
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において定めている個人情報の保護に関す

る事項について、必要に応じ、上記第２の２

（１）③の確認等を行うとともに、改善計画

の策定及びその履行を求める等の措置を講

ずることとする。 

 

が顧客情報の保護に関し遵守すべき事項を定めるとともに、下記のとおり確

認・指導等を行うことにより、委託先における顧客情報の保護を図った。 

① 随時の確認 

委託先において、顧客情報の漏えい等が発生した場合には、委託先から

機構に直ちに（社内紛失等については毎月）報告されることとしている。 

機構においては顧客情報漏えい等の発生報告を受け、その内容を確認し、

必要に応じ、委託先に改善策の検討について指導等を行うとともに、改善

策について報告を受け、その内容について確認を行った。 

② 定期的な確認 

毎月、委託先で発生した顧客情報の漏えい等について、発生状況の推移

等について分析等を行った。 

平成２０年４月及び１１月に委託先から、顧客情報の管理態勢について

報告を受け、委託先の顧客情報管理態勢の整備状況及び改善に向けての取

組施策等について確認を行った。 

③ 実地監査 

平成２０年７月から平成２１年３月まで、ゆうちょ銀行本社、貯金事務

センター（２所）、サービスセンター（３所）及び営業店（１０所）に対し

実地監査を実施し、顧客情報の管理態勢及び業務取扱状況等について監査

を行い、不適正な取扱い等について委託先に指摘を行うとともに、その改

善策等について報告を求め確認を行った。 

 ④ 事案の内容及び再発防止策等 

   顧客情報の管理に関する具体的な事例としては、誤送付事案、誤廃棄事

案、誤配達事案等がある。 

   再発防止策としては、封入に際しての２人体制での住所・氏名の読合わ

せ確認の徹底、書類の集中保管の実施及び営業店等における書類の廃棄の

禁止、郵便事業会社に対する誤配達防止対策の策定及び実施の要請等の取

組みを実施している。 

   以上のほか、顧客情報漏えい等事案の報告が遅延する事例があり、委託

先においては、モニタリング及び指導の強化等の取組みを実施している。 
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  （簡易生命保険管理業務） 

簡易生命保険管理業務においては、簡易生命保険管理業務委託契約において、

委託先が顧客情報の保護に関し遵守すべき事項を定めるとともに、下記のとお

り確認・指導等を行うことにより、委託先における顧客情報の保護を図った。 

ⅲ 顧客情報の管理 

① 随時の確認 

委託先において、顧客情報の漏えい等が発生した場合には、委託先から

機構に直ちに又は全容が判明次第報告されることとしている。 

機構においては顧客情報の漏えい等の発生報告を受け、その内容を確認

し、必要に応じ、委託先に対し改善策の検討について指導等を行うととも

に、改善策について報告を受け、その内容について確認を行った。 

② 定期的な確認 

毎月、委託先から委託先における顧客情報の漏えい等の発生状況等につ

いて報告を受け、発生状況の推移等について分析等を行った。 

平成２０年４月及び１１月に委託先から、顧客情報の管理態勢について

報告を受け、委託先の顧客情報管理態勢の整備状況及び改善に向けての取

組施策等について確認を行った。 

③ 実地監査 

平成２０年６月から９月まで、かんぽ生命保険本社、支店（３所）に対

し実地監査を実施し、顧客情報の管理態勢及び業務取扱状況等について監

査を行い、同年１１月、不適正な取扱い等について委託先に指摘を行うと

ともに、同年１２月、その改善策等について報告を受け確認を行った。 

 ④ 事案の内容及び再発防止策等 

   顧客情報の管理に関する具体的な事例としては、ＦＡＸ誤送信、誤手交、

誤廃棄等の事案がある。 

   再発防止策としては、ＦＡＸ送信時におけるテスト送信及び集金時にお

ける契約者確認等の基本動作の徹底等の取組を実施している。 
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（３） 再委託先における

個人情報の保護 

再委託先においても個人情報の適切な管

理が図られるよう、それぞれの業務の再委託

契約において定めている個人情報の保護に

関する事項について、必要に応じ、委託先を

通じて、上記第２の２（１）③に準じる確認

等を行うとともに、改善計画の策定及びその

履行を求める等の措置を講ずるよう再委託

先に求めることとする。 

（郵便貯金管理業務） 

郵便貯金管理業務においては、郵便貯金管理業務委託契約において、再委託

先が顧客情報の保護に関し遵守すべき事項を定めるとともに、下記のとおり確

認・指導等を行うことにより、再委託先における顧客情報保護を図った。 

① 随時の確認 

再委託先において、顧客情報の漏えい等が発生した場合には、委託先か

ら機構に直ちに（社内紛失等については毎月）報告されることとしている。 

機構においては顧客情報漏えい等の発生報告を受け、その内容を確認し、

必要に応じ、委託先に改善策の検討について指導等を行うととももに、改

善策について報告を受け、その内容について確認を行った。 

② 定期的な確認 

毎月、委託先から再委託先における顧客情報の漏えい等の発生状況等に

ついて報告を受け、発生状況の推移等について分析等を行った。 

平成２０年４月及び１１月に委託先から、顧客情報の管理態勢について

報告を受け、再委託先の顧客情報管理態勢の整備状況及び改善に向けての

取組施策等について確認を行った。 

③ 実地監査 

平成２０年７月から平成２１年３月まで、郵便局会社本社及び郵便局（１

３所）に対し実地監査を実施し、顧客情報の管理態勢及び業務取扱状況等

について監査を行い、不適正な取扱い等について委託先及び再委託先に指

摘を行うとともに、委託先を通じて再委託先からその改善策等について報

告を求め確認等を行った。 

 ④ 事案の内容及び再発防止策等 

   顧客情報の管理に関する具体的な事例としては、預金者に交付すべき書

類を他の預金者に誤交付した事案、預金者に交付する書類等を紛失した事

案、保存期間経過前の書類を誤って保存期間経過後の書類とともに廃棄し

た事案等がある。 

   再発防止策としては、交付に際しての正当権利者確認の徹底、書類の分

別保管の徹底、書類の集中保管の実施及び郵便局における書類の廃棄の禁
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止等の取組みを実施している。 

 

 

  （簡易生命保険管理業務） 

簡易生命保険管理業務においては、簡易生命保険管理業務委託契約において、

再委託先が顧客情報保護に関し遵守すべき事項を定めるとともに、下記のとお

り確認・指導等を行うことにより、再委託先における顧客情報保護を図った。 

① 随時の確認 

再委託先において、顧客情報の漏えい等が発生した場合には、委託先か

ら機構に直ちに又は全容が判明次第報告されることとしている。 

機構においては顧客情報の漏えい等の発生報告を受け、その内容を確認

し、必要に応じ、委託先を通じて再委託先に対し改善策の検討について指

導等を行なうとともに、改善策について報告を受け、その内容について確

認を行った。 

② 定期的な確認 

毎月、委託先から再委託先における顧客情報の漏えい等の発生状況等に

ついて報告を受け、発生状況の推移等について分析等を行った。 

平成２０年４月及び１１月に委託先から、顧客情報の管理態勢について

報告を求め、再委託先の顧客情報管理態勢の整備状況及び改善に向けての

取組施策等について確認を行った。 

 ③ 実地監査 

平成２０年６月から９月まで、郵便局会社本社、支社（３所）、郵便局（９

所）に対し実地監査を実施し、顧客情報の管理態勢及び業務取扱状況等に

ついて監査を行い、同年１０月、不適正な取扱い等について委託先を通じ

て再委託先に指摘を行うとともに、同年１２月、その改善策等について報

告を受け確認を行った。 

 ④ 事案の内容及び再発防止策等 

   顧客情報の管理に関する具体的な事例としては、ＦＡＸ誤送信、誤手交、

誤廃棄等の事案がある。 
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   再発防止策としては、ＦＡＸ送信時におけるテスト送信及び集金時にお

ける契約者確認等の基本動作の徹底等の取組を実施している。 

 

当該業務に係る事業経費 ８７２千円 当該業務に従事する職員数 ２１名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D) 
Ａ（AA～Dの５段階評価を記入） 

■ 評価結果の説明  

個人情報保護管理規程に基づき、研修を行い、遵守状況をチェックシートで定期点検する等個人情報保護について適切に管理していることは評価できる。

また、委託先、再委託先についても業務委託契約で遵守すべき事項を定め、随時、定期の確認に加え、実地監査を行う等適切に管理されている。さらに、

問題案件について再発防止策が策定実施された場合、フォローアップ的な監査も実施されているが、今後とも形式的な要件充足に限らず、個人情報保護の

実が挙がるような措置を行っていくことが大事である。 

「必要性」：個人情報保護に関する研修、勉強会は職員の意識を高める上で十分な必要性と有効性を有していると認められる。委託先、再委託先への随時・

定期的な確認、実地監査、事案の内容および再発防止策等のチェックと策定も必要かつ有効な措置と認められる。 

「効率性」：研修や勉強会を通じて職員の意識向上で個人情報保護管理を徹底させる方法は、すべてを再チェックする手法をとることに比べて効率的であ

る。また、委託先、再委託先について、随時・定期的な確認、実地監査、事案の内容および再発防止策等のチェックと策定によって確認・指導等を行うこ

とで顧客情報保護を図ったことも、悉皆的な方法に比べて効率的かつ現実的と判断できる。 

「有効性」：個人情報保護に関する研修、勉強会は職員の意識を高める上で十分な有効性と必要性を有していると認められる。また、委託先、再委託先へ

の随時・定期的な確認、実地監査を行い、問題事案の再発防止策の有効性をフォローアップ監査で確認することが有効である。さらに、なるべくＦＡＸを

使用しないとする現場での扱いは、個別対応事例としても有効である。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第４ その他業務運営に関する重要事項 

４ 災害等の不測の事態の発生への対処 

■ 中期計画の記載事項 

（１） 機構における対処 

災害等の不測の事態が発生した場合においても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務を適切に実行できるように、緊急時の対応マニュア

ルを作成するとともに、年１回以上その内容について検証する等、リスク管理体制の整備・強化を図る。 

（２） 委託先における対処 

委託先においても災害等の不測の事態の発生への対処が図られるよう、リスク管理体制について、必要に応じ上記第２の２（１）①及び②の確認

等を行うとともに、改善を求める等の措置を講ずることとする。 

（３） 再委託先における対処 

再委託先においても災害等の不測の事態の発生への対処が図られるよう、リスク管理体制について、必要に応じ、リスク管理体制について委託先

を通じての上記第２の２（１）①及び②に準じる確認等を行うとともに、改善を求める等の措置を講ずるよう再委託先に求めることとする。 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

（１） 機構における対処 災害等の不測の事態が発生した場合にお

いても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険

管理業務を適切に実行できるように、緊急時

の対応マニュアルについて周知するととも

に、その内容について年度内に１回検証し、

必要に応じ、見直しを行うことにより、リス

ク管理体制の整備・強化を図る。 

 

災害等の不測の事態の発生に備え、平成１９年度において、機構における緊

急事態発生時の対応及び準備項目等を盛り込んだ「緊急事態対応計画」を策定

したところであるが、機構内のＬＡＮ等情報システム運用から１年が経過し、

より運用内容が具体化したこと等を踏まえ、システム緊急事態対応計画につい

て見直し、対応責任体制の明確化を図るとともに、事故・被災からの復旧手順

を初期対応と本格復旧対応に分け、手順をより詳細に定める等行った。 

また、人事異動の都度、速やかに緊急時連絡網の整備を図った。 

（２） 委託先における対

処 

委託先においても災害等の不測の事態の

発生への対処が図られるよう、リスク管理体

制について、必要に応じ、上記第２の２（１）

③の確認等を行うとともに、改善計画の策定

及びその履行を求める等の措置を講ずるこ

（郵便貯金管理業務） 

郵便貯金管理業務においては、委託先に対し「危機管理規程」、「危機管理マ

ニュアル」及び「事業継続計画書」並びに「ゆうちょ総合情報システムにおけ

る緊急時対応計画（コンティンジェンシー・プラン）」等について報告を求め、

委託先における災害等の対応態勢について確認を行った。 
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ととする。 

 

 

  （簡易生命保険管理業務） 

簡易生命保険管理業務においては、委託先に対し「危機管理規程」、「危機管

理マニュアル」及び「事業継続計画書」並びに「情報システムに係るコンティ

ンジェンシー・プラン」について報告を求め、委託先における災害等の対応態

勢について確認を行った。 

 

（３） 再委託先における

対処 

再委託先においても災害等の不測の事態

の発生への対処が図られるよう、リスク管理

体制について、必要に応じ、委託先を通じて、

上記第２の２（１）③に準じる確認等を行う

とともに、改善計画の策定及びその履行を求

める等の措置を講ずるよう再委託先に求め

ることとする。 

 

郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務においては、それぞれ委託先を

通じて、再委託先に対して「危機管理規程」、「危機管理マニュアル」及び「事

業継続計画」について報告を求め、再委託先における災害等の対応態勢につい

て確認を行った。 

当該業務に係る事業経費 ― 千円 当該業務に従事する職員数 １５名 

■ 当該項目の評価 

（AA～D) 
Ａ（AA～Dの５段階評価を記入） 

■ 評価結果の説明 

１．機構内のＬＡＮ等情報システム運用から１年が経過し、より運用内容が具体化したこと等を踏まえ、システムの緊急事態対応計画について見直し、対

応責任の明確化・復旧手順の詳細化等を実施したことは、緊急時の適切な対応へ向けた態勢の整備・強化の点で必要かつ有効である。 

２．郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務において、委託先に対して、また、それぞれ委託先を通じて再委託先に対しても「危機管理規程」、「危機

管理マニュアル」等、関連する文書について報告を求め、委託先と再委託先における災害等の対応態勢について確認を行ったことは、緊急時の適切な対応

へ向けた態勢の整備・強化の点で必要かつ有効である。 

 

以上から、「目標を十分達成」したと認められる。 

 

 

60

第４－４

40/43



「必要性」 

災害等の不測の事態が発生した場合においても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務を適切に実行できるような対処を行うことは、そのような

緊急事態における国民の支障ない生活の継続に資するものであり、必要である。実際の顧客対応業務について委託先と再委託先に委ねている機構にとり、

不測の事態が発生した場合における委託先と再委託先の対応態勢の状況を確認したことは必要かつ有効であり、また、機構のシステムの緊急事態対応計画

について見直し、対応責任を明確化し、復旧手順を詳細に定めたことは、緊急時の適切な対応へ向けた体制の整備・強化の点で必要かつ有効である。 

 

「効率性」 

機構、委託先、再委託先、それぞれにおいてリスク管理体制を整備し、強化しておくことは、不測事態の発生時における郵便貯金管理業務及び簡易生命

保険管理業務の適切な実行に資するものであり、効率的な業務運営につながるものである。また、システムの活用は業務全般の効率を高めることから、シ

ステムの体制整備・強化に注力することはこの点でも効率的であると考えられる。 

 

「有効性」 

災害等の不測の事態が発生した場合においても、郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務を適切に実行できるような対処を行うことは、そのような

緊急事態における国民の支障ない生活の継続に資するものであり、必要である。実際の顧客対応業務について委託先と再委託先に委ねている機構にとり、

不測の事態が発生した場合における委託先と再委託先の対応態勢の状況を確認したことは必要かつ有効であり、また、機構のシステムの緊急事態対応計画

について見直し、対応責任を明確化し、復旧手順を詳細に定めたことは、緊急時の適切な対応へ向けた体制の整備・強化の点で必要かつ有効である。なお、

今後、新型インフルエンザに伴うパンデミック時の対応に関しては、委託先、再委託先とも十分に連携して、体制を一層整備しておくことが望まれる。 
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独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の項目別評価調書 

中期計画の該当項目 
第４ その他業務運営に関する重要事項 

５ その他 

■ 中期計画の記載事項 

環境保全の観点から、環境に与える影響に配慮した業務運営を行う。 

 

■ 各事業年度における小項目ごとの実施結果 

小項目 達成目標 達成目標に対する実施結果（具体的数値があれば記入） 

 環境に配慮した製品の使用の推進、リユー

スやリサイクルの推進、環境負荷の低減等を

盛り込んだ環境物品の調達の推進に関する

方針に基づき、継続的に環境に配慮した業務

運営を行う。 

○環境に配慮した物品及びサービスの調達の推進 

平成２０年度における環境に配慮した特定調達物品の調達目標を１００％と

する「環境物品等の調達の推進を図るための方針（調達方針）」を策定し、機構

のホームページにおいて公表した。 

調達にあたり、納入業者、契約業者に事業所自身がグリーン購入を推進する

よう働きかけるとともに、物品の納入等に際しては、出来るだけ簡易な包装と

すること及び低公害車の利用に努めることを働きかけた。また、納入する物品

は調達方針に定める判断の基準をみたすものとするよう仕様書に明記した。 

上記取組の結果、全４５品目において目標の１００％を達成した。 

 

○温室効果ガスの排出削減等の取組 

また、環境への取組としては、平成２０年９月に「独立行政法人郵便貯金・

簡易生命保険管理機構がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出削減等の

ため実行すべき措置について定める実施計画」を策定し、その計画に基づき、

温室効果ガス（電気使用量）の削減等に取り組んだ。その結果、温室効果ガス

（電気使用量）については、平成１９年度（注）と比べ平成２０年度は約８％

の削減、用紙類については、約２０％の削減となった。 

注 機構は、平成１９年１０月に設立されたため、平成１９年度の実績を基

に年間分に換算した値。 
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当該業務に係る事業経費 ― 千円 当該業務に従事する職員数 ６名 

■ 当該項目の評価 

A 
（AA～Dの５段階評価を記入） 

■ 評価結果の説明 

環境に配慮した製品の使用推進やリユース・リサイクルの推進など、環境に配慮した業務運営は今後もさらに重要となる。調達目標を 100％とする「調達方

針」及び「温室効果ガスへの排出削減等の実施計画」を策定したことは評価できる。 

■  

「必要性」 

独立行政法人による環境配慮活動は一般の民間以上に市場に与えるインパクトが強い。環境配慮活動の必要性は高まっており、今後も継続が必要。 

 

「効率性」 

継続的に環境に配慮した業務を行うことは、長期的に見て、業務の効率性を高めることにもつながる。温室効果ガスの排出削減等に取り組み、用紙類や電

気使用量の削減は進んでいるが、さらに全般的な環境配慮事業も展開すべきである。 

 

「有効性」 

率先した環境配慮事業の推進は、業務内容にもポジティブな変化を与えることが実績から指摘されている。環境にとっても、事業にとっても有効な施策で

ある。さらなる推進が求められる。 
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